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午前 10時０分開会

出 席 議 員（42名）
5番 西 村 賢 （新みやざき）

6番 図 師 博 規 （日 日 新）

7番 武 井 俊 輔 （愛みやざき）

8番 河 野 安 幸 （自由民主党）

9番 山 下 博 三 （ 同 ）

10番 黒 木 正 一 （ 同 ）

11番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

12番 中 村 幸 一 （ 同 ）

15番 髙 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

16番 外 山 良 治 （ 同 ）

17番 田 口 雄 二 （新みやざき）

18番 松 田 勝 則 （ 同 ）

19番 中 野 廣 明 （自由民主党）

20番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

21番 押 川 修一郎 （ 同 ）

22番 外 山 衛 （ 同 ）

23番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

27番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

28番 太 田 清 海 （社会民主党宮崎県議団）

29番 満 行 潤 一 （ 同 ）

30番 水 間 篤 典 （新みやざき）

31番 濵 砂 守 （ 同 ）

32番 星 原 透 （自由民主党）

33番 中 野 一 則 （ 同 ）

34番 横 田 照 夫 （ 同 ）

35番 野 辺 修 光 （ 同 ）

36番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

37番 蓬 原 正 三 （ 同 ）

39番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

40番 長 友 安 弘 （ 同 ）

41番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

43番 井 上 紀代子 （新みやざき）

45番 権 藤 梅 義 （ 同 ）

46番 徳 重 忠 夫 （ 同 ）

47番 坂 口 博 美 （自 民 党 鳳 凰 の 会）

48番 萩 原 耕 三 （自由民主党）

49番 黒 木 覚 市 （ 同 ）

50番 緒 嶋 雅 晃 （ 同 ）

51番 米 良 政 美 （ 同 ）

52番 外 山 三 博 （自由民主党）

53番 福 田 作 弥 （ 同 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 東国原 英 夫

副 知 事 河 野 俊 嗣

県 民 政 策 部 長 山 下 健 次

総 務 部 長 稲 用 博 美

福 祉 保 健 部 長 高 橋 博

環 境 森 林 部 長 吉 瀬 和 明

商工観光労働部長 渡 邊 亮 一

農 政 水 産 部 次 長
押 川 延 夫

（ 農 政 担 当 ）

県 土 整 備 部 長 児 玉 宏 紀

会 計 管 理 者 加 藤 裕 彦

企 業 局 長 濵 砂 公 一

病 院 局 長 甲 斐 景早文

財 政 課 長 日 隈 俊 郎

教 育 委 員 長 近 藤 好 子

教 育 長 渡 辺 義 人

公 安 委 員 長 野 中 玄 雄

警 察 本 部 長 鶴 見 雅 男

人 事 委 員 長 黒 木 奉 武

代 表 監 査 委 員 城 倉 恒 雄

事務局職員出席者

事 務 局 長 日 高 勝 弘

事 務 局 次 長 岡 崎 吉 博

総 務 課 長 渡 邉 靖 之

議 事 課 長 武 田 宗 仁

政 策 調 査 課 長 日 髙 正 憲

議 事 課 長 補 佐 中 原 光 晴

議 事 担 当 主 幹 日 髙 賢 治

議 事 課 主 査 関 谷 幸 二

議 事 課 主 査 前 田 陽 一
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◎ 開 会

○中村幸一議長 これより平成22年５月臨時県

議会を開会いたします。

ただいまの出席議員42名。定足数に達してお

りますので、これより本日の会議を開きます。

◎ 議席の一部変更

○中村幸一議長 この際、議席の一部を変更い

たします。

各議員の議席は、会議規則第５条第１項の規

定により、ただいま御着席のとおり指定いたし

ます。

◎ 会議録署名議員指名

○中村幸一議長 会議録署名議員に、米良政美

議員、坂口博美議員を指名いたします。

◎ 議会運営委員長審査結果報告

○中村幸一議長 まず、今期臨時議会の会期日

程に係る議会運営委員長の審査結果報告を求め

ます。議会運営委員会、横田照夫委員長。

○横田照夫議員〔登壇〕 御報告いたします。

去る５月25日に閉会中の議会運営委員会を開

き、本日招集されました平成22年５月臨時県議

会の会期日程等について協議をいたしました。

今臨時会に提案されます知事提出議案は、補

正予算案１件であります。提出議案の内容等を

踏まえ、当委員会において慎重に審査をいたし

ました結果、会期については本日１日とするこ

とを決定いたしました。

会期日程は、お手元に配付されております日

程表のとおりであります。

まず、議案の上程、知事の提案理由説明が行

われます。本会議の休憩中に全員協議会を開催

し、本会議再開後に議案の採決を行います。次

に請願の上程、採決、続いて議員発議案の上

程、採決を行います。

議員各位におかれましては、円滑な議会運営

に特段の御協力をいただきますようお願いいた

します。

以上で当委員会の報告を終わります。〔降

壇〕

○中村幸一議長 議会運営委員長の報告は終わ

りました。

質疑の通告はありません。

◎ 会期決定

○中村幸一議長 会期についてお諮りいたしま

す。

今期臨時会の会期は、ただいまの議会運営委

員長の報告のとおり、本日１日とすることに御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

本日の日程は、お手元に配付の日程表のとお

りであります。〔巻末参照〕

◎ 議案第１号上程

○中村幸一議長 次に、お手元に配付のとお

り、知事より議案第１号の送付を受けましたの

で、これを上程いたします。〔巻末参照〕

◎ 知事提案理由説明

○中村幸一議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 平成22年５

月臨時県議会の開会に当たりまして、ただいま

提案いたしました議案の御説明に先立ち、口蹄

平成22年５月28日(金)



- 5 -

疫に関する対応について御報告をさせていただ

きます。

去る４月20日に都農町で第１例目の口蹄疫の

発生が確認されて以来、国を初め関係都道府

県、市町村、関係機関・団体等の御協力と御支

援のもと、全庁を挙げて懸命な防疫措置を講じ

ているところでありますが、本県のみならず、

我が国の畜産業にとって未曾有の危機的事態と

言っても過言ではない極めて深刻な状況に至っ

ております。

県といたしましては、国の防疫指針に基づき

最大限の防疫措置を講じてきたにもかかわら

ず、事態が長期化、深刻化している現状を踏ま

え、感染拡大の速やかな原因究明や防疫対策の

抜本的な見直し、畜産農家等に対する経済的支

援など、あらゆる対策につきまして国の適切か

つ十分な対応を強く求めてきたところでありま

す。

先般、５月11日の県議会全員協議会で御報告

申し上げた以降の経緯といたしまして、５月16

日には平野官房長官が来県され、中村県議会議

長や関係市町長並びに関係農業団体の長ととも

に、国の全面的な支援を改めて要請し、同日来

県された本県出身の福島内閣府特命担当大臣に

も同様の要請を行ったところであります。

政府におかれましては、本県の要請を重く受

けとめていただき、翌日の５月17日には、鳩山

総理大臣を本部長とする全閣僚による口蹄疫対

策本部を設置され、同日直ちに、山田農林水産

副大臣をトップとする現地対策本部が県庁に設

置されたところであります。

５月18日には、県内のあらゆる機関・団体、

個人が一丸となって、口蹄疫の感染拡大を阻止

し早期に撲滅するため、県において「非常事態

宣言」を発令し、不要不急の外出の自粛、一般

車両の消毒ポイントでの消毒、イベント等の開

催延期や防疫措置の徹底など、すべての県民の

皆様に、さらなる御理解と御協力を求めていく

ことといたしました。

５月19日には、政府の口蹄疫対策本部におき

まして、川南町周辺の移動制限区域内のすべて

の牛・豚を対象に殺処分を前提としたワクチン

接種を実施するとともに、搬出制限区域内から

早期出荷を行うという、これまでにない踏み込

んだ新たな防疫措置を講ずることが決定されま

した。

これを受けて、県といたしましては、畜産農

家の皆様を第一に、関係市町や農業団体等の御

理解と御協力を得ることが不可欠であり、その

ためには損失の補償と経営再開に向けた十分な

対策が必要であると考え、繰り返し国との協議

を重ねてまいりました。

その結果、国より追加支援措置が示されたこ

と等を踏まえ、関係市町長の皆様に国の対応方

向について御説明し、一定の御理解が得られた

ことから、一刻も早く口蹄疫の拡大を阻止すべ

きとの強い決意のもと、国の決定に従い、我が

国で初めてとなるワクチンの接種を実施するこ

とといたしました。畜産農家の皆様には極めて

大きな御負担をおかけすることとなりました

が、本県、ひいては日本の畜産を守るため、断

腸の思いでありますが、ぜひとも御理解と御協

力をお願いいたします。

なお、５月22日には、西都市に避難させてお

りました県家畜改良事業団の種雄牛６頭のうち

１頭に感染が確認され、殺処分されました。長

年にわたり力を尽くし築き上げてきた本県の宝

であります種雄牛を一瞬にして失う結果となり

ましたことは、関係者の心情を察するに余りあ

るものがあり、私といたしましても残念至極で

平成22年５月28日(金)
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あります。

また、一方では、口蹄疫の発生により影響を

受けた畜産農家等の経済的負担を少しでも軽減

するため、自動車税などの県税の徴収猶予や、

と畜検査手数料の免除を行うほか、県共同募金

会や市町村と連携した「宮崎県口蹄疫被害義援

金」の募集開始など、新たな措置を講じたとこ

ろであります。

なお、この義援金や「ふるさと宮崎応援寄附

金」に県内外から多数の善意が寄せられており

ますことに対し、この場をおかりして厚く御礼

を申し上げたいと思っております。

県といたしましては、引き続き、畜産農家を

初め、県民の皆様に一刻も早く安心していただ

けるよう、全庁を挙げて、全身全霊を傾けて取

り組んでまいりますので、県議会を初め、県民

の皆様の御支援と御協力をお願いいたします。

それでは、議案の概要について御説明申し上

げます。

補正予算案についてであります。

今回は、口蹄疫に関する緊急対策に伴う経費

について措置することといたしました。これ

は、去る４月28日と５月12日の２度にわたり、

関連対策に係る補正予算について、県議会の御

理解をいただきながら専決処分をいたしました

が、これに続く第３次の措置であります。補正

額は、一般会計81億167万6,000円であります。

この結果、一般会計の歳入歳出予算規模は5,888

億7,616万1,000円となります。

以下、その主なものについて御説明申し上げ

ます。

まず、防疫対策といたしまして、発生件数の

増加及び事態の長期化に対応するため、初動防

疫活動や蔓延防止対策に必要な資材、機材等の

調達に要する経費について追加措置することと

いたしました。

次に、家畜の殺処分により深刻な影響を受け

た発生農家に対しまして、新たに助成制度を設

け、今後の経営再建への支援を行うこととしま

した。

また、移動・搬出制限や市場の休止等により

出荷停止を余儀なくされた畜産農家に対しまし

て、飼養管理に係る経費の助成を行うことによ

り、経営の維持・安定を図ることといたしまし

た。

さらに、市場再開後、本県産子牛価格の下落

が予想されることから、出荷遅延となった子牛

の販売価格に対する価格補てんを行い、畜産農

家の経営への影響を緩和するとともに、一定の

価格以上で子牛を購買した者に対する助成を行

い、市場における価格相場の維持・安定を図る

ことといたしました。

このほか、畜産農家の経営再建を支援するた

め、畜産業務の経験者を中心としたチームを設

置し、被害農家に対する総合的な指導・支援を

行うことにより、被害産地の早期再生を図るこ

とといたしました。

以上、今回の補正予算の概要について御説明

申し上げましたが、これに要します一般会計の

歳入財源は、国庫支出金３億8,330万円、繰入

金77億1,837万6,000円であります。

以上、今回提案いたしました議案の内容につ

いて御説明いたしましたが、これらの緊急対策

の実施によりまして、畜産農家の皆様の不安感

を軽減し、一日も早い経営再建が図られるよう

支援してまいりたいと存じますので、よろしく

御審議のほどお願いいたします。以上でありま

す。〔降壇〕

○中村幸一議長 知事の説明は終わりました。

ここで、全員協議会開催のため、暫時休憩い
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たします。

午前10時12分休憩

午後３時33分開議

◎ 議案第１号採決

○中村幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

議案第１号を議題といたします。

本案については、会議規則第39条第３項の規

定により、質疑及び委員会の付託を省略して直

ちに審議することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第１号は、原案のとおり可決することに

御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議なしと認めます。よっ

て、本案は原案のとおり可決されました。

◎ 請願第37号上程、採決

○中村幸一議長 次に、請願第37号を議題とい

たします。

本請願については、会議規則第39条第３項の

規定により、説明、質疑及び委員会の付託を省

略して直ちに審議することに御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

請願第37号を採択することに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議なしと認めます。よっ

て、本請願は採択することに決定いたしまし

た。

◎ 議員発議案送付の通知

○中村幸一議長 次に、お手元に配付のとお

り、委員会から議案の送付を受けましたので、

事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

平成22年５月28日

宮崎県議会議長 中村 幸一 殿

提出者 議会運営委員長 横田 照夫

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第１号

口蹄疫に対する十分な措置等を求める意見

書

議員発議案第２号

口蹄疫根絶のためのワクチン接種に係る措

置等を求める意見書

◎ 議員発議案第１号及び第２号上程

○中村幸一議長 ただいま朗読いたしました議

員発議案第１号及び第２号を議題といたしま

す。

両案については、会議規則第39条第２項及び

第３項の規定により、説明、質疑及び委員会の

付託を省略して直ちに審議することに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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平成22年５月28日(金)

○中村幸一議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

◎ 討 論

○中村幸一議長 これより討論に入ります。

討論についての発言時間は、１人10分以内と

いたします。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 日本共産党の前屋

敷恵美でございます。

議員発議案第１号「口蹄疫に対する十分な措

置等を求める意見書」(案)について、賛成の立

場から討論いたします。

本県に及んだ今回の口蹄疫被害は、未曾有の

事態へと広がり、畜産県宮崎の屋台骨を揺るが

しかねない惨事となっています。一刻も早く、

事態の収束に向けて国、県一体となった万全の

対策が求められており、今こそ、宮崎の農業・

畜産を支えてこられ、被害に遭った農家や関連

業者、さらには地域経済に打撃を及ぼしかねな

いほどさまざまな影響を受けているすべての方

々が納得し安心できる対策を講じていくこと

が、何より求められています。

本意見書案では、12項目にわたっての要望事

項が掲げられておりますが、いずれも重要なも

のです。さらに、私は、被害に遭われた方々の

悲痛な叫びをもっと酌み取り、その声を意見書

に生かすことが必要だと思います。

１つには、殺処分家畜の評価についてです。

政府は、時価の評価を行うとしていますが、農

家からは、「これでは被害額は補てんされず、

経営再建の意欲はわかない」との声が上がって

います。殺処分家畜の全頭補償はもちろんのこ

とですが、家畜の評価額の算定に当たっては、

農家が再生産可能な価格で評価するなど、生産

者の立場に立った評価にするよう求めることが

必要です。さらには、殺処分対象家畜の補償に

とどまらず、農家が最も不安に思っている経営

再建のために政府が責任を負うこと、政府によ

る直接支援措置を求めることです。

２つには、畜産農家を初め関連事業所での解

雇、休業などに至る従業員の雇用を守るための

支援事業、対策事業を講じることです。経営再

建のめどが立たず解雇せざるを得ない農家、実

情がわかるだけに無理が言えない従業員、双方

の苦悩がにじんでいます。感染が確認された１

市５町を管轄する高鍋のハローワークには、被

害に遭った農場で働く人からの失業給付や求人

の相談が相次いでおり、これからもっとふえる

ことが予想されています。昨年末政府が行っ

た、失業、住居、生活保護などの相談に応じる

ワンストップサービスの設置など、早急な手だ

てが今求められています。

３つには、畜産農家や関連業者はもとより、

口蹄疫の発生以来さまざまな行事の中止など

で、ほかの多くの業者も深刻な打撃を受けてい

ます。地域経済に大きな影響を与えているこの

事態を打開するためにも、地域や業者の隔てな

く、国として全般的な補償、支援をするよう国

に求めることです。

今回の口蹄疫対策は、単に宮崎県の家畜被害

の問題にとどめることなく、日本の農業と食料

を守る国の問題として政府が深く受けとめ対処

することを強く求めて、本意見書案に対する賛

成討論といたします。以上です。〔降壇〕

○中村幸一議長 以上で討論は終わりました。

◎ 議員発議案第１号及び第２号採決

○中村幸一議長 これより採決に入ります。
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平成22年５月28日(金)

議員発議案第１号及び第２号について、一括

お諮りいたします。

両案は、原案のとおり可決することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議なしと認めます。よっ

て、両案は原案のとおり可決されました。

◎ 閉 会

○中村幸一議長 以上で、今期臨時議会の議事

はすべて終了いたしました。

これをもちまして、平成22年５月臨時県議会

を閉会いたします。

午後３時40分閉会



資 料
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平成２２年５月臨時県議会日程

１日間

月 日 曜 区 分 議 事 備 考

開会 議会運営委員会 9:30

議席の一部変更

会議録署名議員指名

本会議 議会運営委員長審査結果報告

会期決定

議案上程

５．２８ 金 知事提案理由説明

（休憩） （全員協議会）

議案 討論、採決

本会議 請願 上程、討論、採決

議員発議案 上程、討論、採決

閉会





宮崎県議会

全員協議会会議録

平成22年５月28日（金）

場 所 第４委員会室
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平成22年５月28日（金曜日）

午前10時29分開会

執行部説明

（１）平成22年度一般会計補正予算等について

出席議員（42名）

押川修一郎 緒嶋 雅晃

河野 安幸 黒木 覚市

黒木 正一 十屋 幸平

外山 衛 外山 三博

中野 一則 中野 廣明

中村 幸一 野辺 修光

萩原 耕三 福田 作弥

蓬原 正三 星原 透

松村 悟郎 丸山裕次郎

宮原 義久 米良 政美

山下 博三 横田 照夫

井上紀代子 権藤 梅義

田口 雄二 徳重 忠夫

西村 賢 濵砂 守

松田 勝則 水間 篤典

太田 清海 髙橋 透

外山 良治 鳥飼 謙二

満行 潤一 河野 哲也

新見 昌安 長友 安弘

坂口 博美 図師 博規

武井 俊輔 前屋敷恵美

※ 多数会派・５０音順

執行部出席者

知 事 東国原英夫

副 知 事 河野 俊嗣

県民政策部長 山下 健次

総 務 部 長 稲用 博美

福祉保健部長 高橋 博

環境森林部長 吉瀬 和明

商工観光労働部長 渡邊 亮一

県土整備部長 児玉 宏紀

教 育 長 渡辺 義人

警察本部長 鶴見 雅男

農政水産部次長
緒方 哲

（総 括）

農政水産部次長
押川 延夫

（農政担当）

農政水産部参事
永山 英也

（口蹄疫対策担当）

農政企画課長 上杉 和貴

農政企画課
加勇田 誠ブランド・

流通対策室長

地域農業推進課長 山之内 稔

地域農業推進課
連携推進室長

山内 年

営農支援課長 井上 裕一

畜 産 課 長 児玉 州男

家畜防疫対策監 岩﨑 充祐

事務局職員出席者

事 務 局 長 日高 勝弘

事務局次長 岡崎 吉博

総 務 課 長 渡邉 靖之

議 事 課 長 武田 宗仁

政策調査課長 日髙 正憲

議事課長補佐 中原 光晴

議事担当主幹 日髙 賢治

議事課主査 関谷 幸二

議事課主査 前田 陽一

◎ 開 会

○蓬原座長 定刻前でございますが、ただいま
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から全員協議会を開会いたします。

本日は、「平成22年度一般会計補正予算等に

ついて」の執行部からの説明及び質疑等のため

にお集まりいただきました。円滑な会議の進行

に御協力のほど、よろしくお願いいたします。

◎ 議長あいさつ

○蓬原座長 まず、議長からごあいさつをお願

いします。

○中村議長 ごあいさつ申し上げます。

皆さん御承知のとおり、口蹄疫の問題につき

ましては、感染の拡大がおさまる気配もなく、

先般、非常事態宣言が出されたところでありま

す。大変深刻な状況となっております。

県議会では、これまで２回の全員協議会を開

催し、執行部からの対応等についての説明や、

質疑を行い、情報の共有化を図ってきたところ

であります。

今回、限られた日程の中で、第３次補正予算

案の内容に加え、口蹄疫の経過、各部局の対応

等について、執行部に説明を求めていきたいと

思っております。皆様におかれましては、趣旨

を御理解の上、円滑な会議の進行に御協力をよ

ろしくお願いいたします。

最後に、執行部の皆様方におかれましては、

毎日、不眠不休の状況で口蹄疫の対処に当たっ

ていただいていることに、心から感謝を申し上

げます。どうか一刻も早く事態の収束が図られ

ますように、なお一層の御努力をお願いいたし

たいと思います。

簡単でありますが、ごあいさつとさせていた

だきます。

○蓬原座長 ありがとうございました。

◎ 執行部説明

○蓬原座長 それでは、早速、執行部からの説

明をお願いしたいと思います。

○東国原知事 それでは、一言ごあいさつを申

し上げたいと思います。

本会議での提案理由説明で申し上げましたと

おり、現在、国、関係市町、関係団体の皆様と

連携を図りながら、全庁を挙げて防疫対策等に

取り組んでいるところであります。今後とも、

県議会の皆様とは連携を密にしてまいりたいと

考えておりますので、御理解と御協力をよろし

くお願いいたします。

今回提案しております議案は、口蹄疫に関す

る緊急対策に伴う経費について措置する第３号

補正予算案の１件でございます。内容につきま

しては、先ほど述べさせていただいております

ので、詳細につきましては担当部局から説明さ

せます。よろしく御審議をお願いいたします。

それと最後に、先ほど緊急に入った情報に基

づいて１点報告をさせていただきます。

家畜改良事業団において、５月15日、肥育牛

が疑似患畜として確認されたことから、同一農

場において飼育していたとして、同様に疑似患

畜となっておりました種雄牛49頭につきまして、

これまで大量に発症している豚の殺処分、埋却

処置を優先する考え方に基づき、処分を見合わ

せておりましたが、２日前から発熱の症状を呈

した１頭に本日、鼻腔内の水疱の破裂痕及び流

涎が確認され、あわせて、もう１頭に発熱の症

状が確認されました。鼻腔内の水疱の破裂痕及

び流涎の症状は、口蹄疫の典型的な症状である

ことから、近日中に速やかに殺処分をしたいと

考えております。多くの畜産関係者の方々から

残してほしいとの強い要望をいただいていた中

で、極めて残念でありますが、法に従って処置

をさせていただきたいと考えております。以上
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であります。

○稲用総務部長 今回御審議いただきます議案

につきまして、お手元に配付しております全員

協議会資料によりまして御説明をいたします。

資料の１ページをお開きください。

議案第１号「平成22年度５月補正予算案」に

ついてであります。

今回の補正は、口蹄疫に関する緊急対策に伴

う経費について措置するものでありまして、補

正額は一般会計81億167万6,000円でございます。

この結果、一般会計の予算の規模は5,88 8

億7,616万1,000円となります。今回の補正予算

による一般会計の歳入財源は、国庫支出金３

億8,330万円、繰入金77億1,837万6,000円でご

ざいます。款別の歳出内訳は表のとおりでござ

います。

２ページをごらんください。

今回の補正予算案を含めた口蹄疫対策に係る

関連予算を一覧表にまとめたものでございます。

１次・２次補正につきましては、緊急に対策

を講じる必要があり、議会を招集する時間的余

裕がございませんでしたので、専決処分させて

いただいたところでございます。詳細につきま

しては６月定例会で御報告いたしますが、概略

について御説明いたします。

まず、左から３列目の４月28日に専決処分し

ました１次補正でございますが、この列の一番

下の欄、補正予算額は32億9,883万9,000円でご

ざいます。

事業内容でございますが、口蹄疫の一刻も早

い封じ込めを目指した防疫対策の徹底と、深刻

な影響を受ける畜産農家や中小企業の皆様の生

産・経営安定対策など、緊急に必要な当面の対

策について措置したものでございまして、上か

ら順に、防疫対策としまして、初動防疫対策に

２億2,470万円、まん延防止対策に３億7,530万

円、稲わら対策に8,417万円、畜産農家の経営

安定対策に４つの事業で合計5,790万7,000円、

中小企業対策としまして、口蹄疫緊急対策貸付

に25億円、中小企業金融円滑化補助金に3,208

万4,000円、広報対策に2,467万8,000円を計上

しております。

次に、左から４列目、５月12日に専決処分し

ました２次補正でございますが、この列の一番

下の欄、補正予算額は２億964万6,000円でござ

います。

事業内容でございますが、深刻な影響を受け

ている畜産農家の皆様の当面の生活に要する経

費に対する支援や家畜の出荷遅延対策など、緊

急に必要な当面の対策について措置したもので

ございまして、上から順に、家畜の出荷遅延に

伴う緊急保留施設対策として１億33万3,000円、

畜産経営体の生活支援として融資枠57億円を設

定し、利子補給等の予算として１億931万3,000

円を計上しております。

今回提案の３次補正については、先ほど御説

明申し上げたとおりでございまして、事業内容

につきましては、このページの一番右、太枠囲

みの列の上から順に、１次補正で措置した防疫

対策に３億7,190万円と５億2,810万円の計９億

円を追加し、また、発生農家経営再建支援事業

としまして、家畜伝染病予防法に基づく疑似患

畜に対する補助額の５分の１に相当する額とし

て50億円、生産安定緊急対策に３つの事業で合

計15億8,167万6,000円、みやざきの畜産経営再

生プロジェクト支援事業として１億円、その他

５億2,000万円を計上しております。

詳細につきましては、担当部から説明をさせ

ますので、御審議のほどよろしくお願いをいた

します。私からは以上でございます。
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○児玉畜産課長 畜産課でございます。

それでは、主な内容について御説明をいたし

ます。

全員協議会資料の４ページをごらんください。

口蹄疫緊急防疫対策事業の９億円の増額補正

についてであります。初動防疫対策及びまん延

防止対策といたしまして、１次補正にて６億円

を措置いたしましたが、その後の発生件数の増

加に対応するため、埋却箇所や消毒ポイント等

の増に要する経費を計上しております。また、

道路用消毒マットの設置や散水車による道路消

毒などの新たな対策を講じるものであります。

次に、５ページをお開きください。

新規事業の発生農家経営再建支援事業の50億

円についてであります。口蹄疫発生によりまし

て家畜を殺処分した農家に対しまして、経営再

建等を支援するため、家畜等の評価額の５分の

１に相当する金額を補助するものでございます。

次に、６ページをお開きください。

新規事業の肉用牛出荷遅延対策事業の２

億8,525万円についてであります。口蹄疫発生

による移動制限、搬出制限区域の設定に伴う子

牛競り市の中止や延期のため、出荷が遅延した

子牛や肥育牛の飼養管理に係るかかり増し経費

に対する助成を行うことで、畜産農家の経営の

維持・安定を図ってまいります。対象地域につ

きましては、子牛は県内全域といたしまして、

肥育牛は移動制限、搬出制限の区域内といたし

ます。事業主体は、社団法人宮崎県畜産協会で

ございます。

次に、７ページをお開きください。

新規事業の口蹄疫影響緩和緊急支援事業の９

億8,139万円についてであります。口蹄疫終息

後に子牛競り市が再開された場合、出荷遅延と

なった子牛の上場がふえ、子牛の競り価格の大

幅な下落が懸念されますことから、再開後の各

競り市場の平均価格が口蹄疫発生前の平均価格

を下回った場合、その差額の一定割合を子牛販

売農家に対して助成を行い、肉用牛農家の経営

の維持・安定を図るものでございます。対象地

域は県内全域といたしまして、家畜市場再開後、

各市場２回までといたします。事業主体は、社

団法人宮崎県畜産協会であります。

次に、８ページをお開きください。

新規事業の子牛導入促進対策事業の３

億1,503万6,000円についてであります。口蹄疫

終息後に子牛競り市が再開された場合、出荷遅

延となった子牛を一定価格以上で購入した購買

者に対しまして、購入価格に応じて助成を行い、

出荷遅延した子牛の販売を促進いたしますとと

もに、子牛競り価格の安定を図るものでござい

ます。対象地域は県内全地域とし、家畜市場再

開後、各市場２回までといたします。事業主体

は、社団法人宮崎県畜産協会であります。

畜産課については以上でございます。

○上杉農政企画課長 お手元の資料の９ページ

でございます。

みやざきの畜産経営再生プロジェクト支援事

業でございます。口蹄疫の被害農家における畜

産経営の早期再生を図るためには、関係市町・

団体等と一体となって、経営面、生産面、販売

面などの取り組みを総合的に推進する体制を構

築し、各種緊急対策や事業等を迅速かつ着実に

推進していく必要があると考えております。本

事業はその中で、特に営農支援面の取り組みを

サポートするためのものとして位置づけており

ます。

１の「事業目的」にございますように、口蹄

疫発生地域に経営再建を支援するチームを設置

し、被害農家に対する総合的な指導・支援を行
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うこととしております。

２の「事業の概要」でございますが、予算額

は１億円、事業期間は本年度末までを予定して

おり、社団法人宮崎県畜産協会へ委託すること

としております。

事業内容につきましては、①にございますよ

うに、口蹄疫の発生地域を中心に県内２カ所に

活動拠点を設け、県や農業団体の畜産ＯＢなど

を活用した30名の相談員で構成する畜産経営再

生支援チームを設置することとしております。

また、具体的な活動といたしましては、②に

ございますように、被害農家などの経営再開の

意思や要望事項等について聞き取り調査を行い

ながら、経営再生計画の策定支援や飼養管理の

指導等を濃密的に行うこととしております。

これらの取り組みにより、被害農家等の経営

再開を円滑に進め、早急な畜産産地の再生、再

スタートを図ってまいりたいと考えております。

以上でございます。

○緒方農政水産部総括次長 次に、10ページを

ごらんいただきたいと思います。

宮崎県口蹄疫防疫対策本部のこれまでの主な

取り組みについて御説明いたします。

まず、４月20日の都農町の第１例目の発生を

受けまして、口蹄疫防疫対策本部を設置いたし

ました。

23日には、第１例目の患畜がＯ型と確認さ

れ、26日に県議会に報告をさせていただいてお

ります。

翌27日から、農林水産省への要望を皮切り

に、29日には山田副大臣、５月７日には小沢幹

事長、５月10日、赤松大臣、５月12日、原口大

臣、５月16日、平野官房長官、福島大臣との意

見交換を行いました。

なお、５月１日には、自衛隊への災害派遣を

要請し、早速派遣していただいたところであり

ます。

しかしながら、口蹄疫の発生が一向におさま

らないために、５月17日には、国の現地対策本

部が山田副大臣をトップに県庁に設置されまし

た。

翌18日には、「非常事態」を知事が宣言し、

県民に対して事態の深刻さを訴え、消毒の徹底

や不要不急の外出を控えることなど、御理解と

御協力をお願いしたところであります。

22日からは、蔓延防止の次の段階に取り組む

こととなり、川南町を中心に半径10キロメート

ルの区域の牛や豚などの家畜に対してワクチン

接種を開始いたしましたが、対象農家の皆様方

に対しまして、沈痛な思いを禁じ得ないところ

であります。一日も早い口蹄疫の終息を願い、

今後とも、最善の努力をもって防疫対策に努め

てまいりたいと考えております。

次に、12ページをごらんいただきたいと思い

ます。

昨日までで221例目の発生が確認され、処分

対象頭数といたしましては、牛が２万2,484頭、

豚が12万9,903頭、ヤギ等が16頭、合計15

万2,403頭となっております。

次に、処分頭数ですが、合計で９万1,846頭、

率にして全体の60.3％となっております。

表の下をごらんいただきたいと思います。一

番下の４の「現在の状況」であります。防疫措

置を終了した件数が108件の48.9％であります。

なお、15.4％が埋却地を選定しているところで

あります。

次に、13ページから16ページになります。

「現時点での「口蹄疫」発生状況等」の一覧

でございます。

14ページの101例目につきましては、県の家
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畜改良事業団で肥育牛に発生したということで、

別に管理・飼育いたしておりました本県宮崎牛

のもととなります種雄牛49頭も処分対象となっ

たところであります。なお、この時点で、種雄

牛の中でもよりすぐれた６頭につきましては、

発生以前に特例として西都市の別の牧場に移動

を認めていただいております。また、この101

例目によりまして、初めて高鍋町で発生が確認

されたものであります。

次に、119例目であります。初めて新富町で

発生が確認されたものであります。

次に、15ページの122例及び125例目について

でありますが、それぞれの農場で処分頭数

が8,000頭以上を記録し、この日の分だけでも

合計が３万頭に近い数字となっております。

次に、163例目であります。初めて木城町で

発生が確認されたものであります。

次に、171例目であります。西都市に移動さ

せました県の種雄牛６頭のうちの１頭がＰＣＲ

検査で陽性となり、疑似患畜と確認されたもの

であります。これにつきましても、慎重の上に

慎重を期して定期的に検査を行い、飼養管理を

いたしておりましただけに、まことに残念でな

りません。大変申しわけなく思っております。

なお、残りの種雄牛５頭につきましては、経過

観察を引き続き続けることとなっております。

この171例目により、初めて西都市で発生が確

認されたものであります。

そして、16ページの197例目であります。県

立高鍋農業高校で発生が確認されたものであり

ます。

次に、17ページをごらんいただきたいと思い

ます。

上の表は、口蹄疫ワクチン接種対象頭数につ

いてであります。先ほど申し上げましたとおり、

ワクチン接種を22日から開始いたしまして、昨

日までに豚についてはすべて終了いたしており

ます。牛につきましても、ほぼ終了したところ

でございます。あと、接種ができていない対象

農家につきましては、引き続き状況を御説明申

し上げ、ぜひとも御理解いただけるようにお願

いしてまいりたいと思っております。

下の表は、搬出制限区域内の飼養頭数につい

てでありますが、早期出荷の対象となる牛、豚

等の飼養状況を表にしております。牛では西都

市が一番多く7,510頭、豚では日向市で9,238頭

となっております。

続きまして、18ページから20ページにつきま

しては、農家等への支援策の概要について、国

・県別に載せておりますので、後ほどごらんい

ただきたいと思います。

県におきましては、国の現地対策本部と連携

を密にし、関係機関や団体等の御協力をいただ

きながら、防疫措置の徹底による封じ込めに全

力を尽くしているところであります。今後とも

議員の皆様方の御理解と御支援をお願い申し上

げまして、説明といたします。以上です。

○蓬原座長 ありがとうございました。

以上で説明は終わりました。

◎ 質疑等

○蓬原座長 それでは、執行部への質疑等に入

りたいと思いますが、各会派の持ち時間等は、

お手元に配付の質疑時間割のとおりであります。

なお、本日は、残時間表示板をこちらに設置

しております。ブザーは終了時の１回のみとな

ります。終了予告のブザーは鳴りませんので、

御留意の上、質疑等を行っていただきますよう

お願いします。

それではまず、自由民主党から順次、質疑等
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をお願いします。中野一則議員。

○中野一則議員 自民党は４名で短い時間であ

りますが、質問していきたいと思います。

まず、口蹄疫発生について、今までに殺処分

された農家の皆さん方、そしてこれから殺処分

されるであろう農家の皆さん方に、党を代表い

たしまして、心からお見舞いを申し上げます。

また、知事を初め各かい、それぞれ埋却あるい

は殺処分等に一生懸命取り組まれた皆さん方に、

心から感謝とお礼を申し上げたいと思います。

時間がありませんから、はしょって質問してま

いりたいと思います。

本日は冒頭に、けさの新聞報道を聞きました。

あるいはまた、本日発効するであろう特措法、

これが国家権力で殺処分できるという内容にな

っているようであります。そういうことがあっ

ても知事を激励して、もっともっと頑張ってく

れということを49頭について思っておりました

が、先ほどの結果を聞きまして、非常にがっく

りきました。質問もあきらめようかという気持

ちになったところであります。近日中に殺処分

をされると申されましたが、これはやむを得な

いことだというふうに思っているところであり

ます。それで、そのことはもう質問できません

から、あとのことについて質問してまいりたい

と思います。

まず、種雄牛がこういうことで49頭いなくな

るわけですね。そうすると、次世代の種雄牛も

つくらないかん。雌の基礎牛も350頭おるわけ

ですが、これがそれ以下になってしまっている

わけですけれども、やはりそういう中であって

も、次世代の種雄牛をつくっていかなきゃなら

ない、こう思っております。そのためには、何

といっても、今とまっている人工授精の再開を

すべきではなかろうかと思いますが、いかがで

しょうか。

○緒方農政水産部総括次長 搬出制限区域や制

限区域外につきまして、口蹄疫の発生原因ある

いは感染経路がまだ十分解明されていないとい

うことがございます。したがいまして、自己所

有の自家受精を除きましては、複数の畜産農家

を対象とした人工授精は、当分の間、自粛して

いただくようお願いしているところでございま

す。なお、業務の再開につきましては、ワクチ

ン接種の効果ですとか、あるいはえびの市の清

浄性確認の状況を見ながら、対応を検討してま

いりたいというふうに考えております。

○中野一則議員 次に、危機管理についてお尋

ねしたいと思います。口蹄疫は大変リスクの大

きいものでありまして、その中での種雄牛、49

頭が全部いなくなるわけでありますが、それで

も５頭残っております。また、高千穂には16頭

の直接検定牛がおるわけですけれども、これが

１カ所に集中しているわけです。これもやはり

危険を分散する。リスクが大きいわけですので、

危険を分散して、５頭をばらばらに、別々に飼

育してほしい。16頭も別々に飼育してほしい。

やはり１頭１頭は10キロメートルを超えて、そ

ういう感じでぜひしてほしいと思います。もう

５頭しか残っておりません。その次は16頭しか

いないわけですから、やはりリスクが大きい口

蹄疫ですので、そのことを早急に実現してほし

いと思います。どうでしょうか。

○緒方農政水産部総括次長 私どもにとりまし

ては、移動制限区域内の生きた家畜につきまし

ては動かせないというのが大原則であると、そ

ういう認識のもとに現在まで対応してきたとこ

ろであります。結果といたしまして、多々反省

すべき点があったというふうに考えております。

今後は、残された種雄牛の防疫対策に万全を期
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していきたいというふうに考えておりますが、

種雄牛の管理のあり方について、広く意見を伺

いながら検討していきたいというふうに考えて

おります。

○中野一則議員 ５頭は大至急しないと、49頭

の中の２頭がこういう結果になったんでしょう。

５頭の中の「忠富士」もああいう結果になって

いるんでしょう。早く何とかしてくださいよ。

そうしないと、１頭も残らなくなりますよ。16

頭の件も同じです。また種豚、豚も同じですよ。

周りの県は全部豚を含めて大移動しているわけ

ですから、ぜひ早急にお願いしたいと思います。

それから、この危機管理について関連という

ことで質問していきたいと思うんですが、朝鮮

半島で１月７日に口蹄疫が発生しました。それ

で、１月８日には山梨県の家保が、それから１

月15日には新潟県の畜産課が、１月20日には岡

山県の家保が、ホームページ等を使って、畜産

農家を初めいろんなところに注意を喚起する報

道というか、やっているんですよね。宮崎県は

このとき、いかがな対応をとられたのか、お聞

かせ願いたいと思います。

○岩﨑家畜防疫対策監 近年、韓国及び台湾な

ど、近隣国で発生しておりました口蹄疫の情報

につきましては、ウイルスの型やあるいは感染

力の強さ等を含めまして国から情報を得て、口

蹄疫防疫対策にかかわる会議等を開催するなど、

その都度、市町村への周知をしてきたところで

ございます。

○中野一則議員 やはり今はホームページ等が

あるし、メディアも発達しておるわけですか

ら、10年前に92年ぶりに発生した宮崎県でもあ

るわけですから、もっと積極的な注意喚起をし

てほしかったと、このように思います。

後は次に譲ります。

○蓬原座長 横田議員。

○横田議員 自民党の横田照夫でございます。

先ほどの知事の御報告をお聞きしまして、本

当に残念きわまりない思いでございます。でも、

体力の限界の中で口蹄疫の防疫対策に打ち込ん

でいただいております皆様方に対しましては心

から感謝の気持ちを表して、質問に入らせてい

ただきたいと思います。

我が国で初めてワクチン接種が行われている

わけですけど、感染もしていないのにワクチン

を接種して殺処分される農家、また、自分たち

の地域が盾となって、これ以上の感染を食いと

めなければいけないという犠牲的な精神でワク

チンを受けられた農家は、行政による埋却地の

確保と、みずからその埋却地まで家畜を搬入し

ていくから、そこで殺処分してほしいと強く望

んでおられます。それらの農家の気持ちをしっ

かりと受けとめていかないと、今後の協力は得

られないのじゃないでしょうか。

そこでまず、埋却地の確保について御質問し

ます。これはほかのところでも同じだと思うん

ですが、例えば佐土原町では、多くの牛舎が住

宅地域の中にありまして、近くに埋却できる土

地がほとんどありません。佐土原町域にはワク

チンを打った家畜が約3,000頭おりまして、全

頭埋却するには３ヘクタールぐらいの土地が必

要ということであります。現在、宮崎市が佐土

原町内の土地を一生懸命探しておりますが、な

かなか条件が合わずに見つかっておりません。

そこで、行政域を越えて探すことができないか

をお尋ねいたします。

○押川農政水産部農政担当次長 お答えいたし

ます。

行政区域を越えて埋却地が選定できないかと

いう御質問でございますけれども、その件につ
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きましては、実は相談を受けております。そう

いう中で、行政地域を越えても可能だろうとい

うふうに私は考えておりますが、そこにはやっ

ぱり地元の同意、それから相手の市・町、こう

いったところにもきちんと理解をいただくとい

う作業が必要ということで、そういうことを指

示したところでございます。

○横田議員 その調整に当たっては、国とか県

とかが間に入って調整していただくということ

で理解してよろしいでしょうか。

○押川農政水産部農政担当次長 こういう埋却

地につきましては、私たちも積極的に御支援申

し上げたいというふうに考えております。

○横田議員 続きまして、死んでからの搬送は、

体液とかがにじみ出して、さらなる蔓延につな

がりかねないと思うんですね。生体での搬送の

ほうが、そういった意味で蔓延防止になるので

ないかというふうに思います。また、自分の牛

舎敷地内で殺処分されると、トラウマになって、

またこれから再開しようというときに逡巡する

んじゃないかという意見もございます。そこで、

農家みずからが埋設場所まで家畜を搬送して、

そこでの殺処分は認められないのか。当然これ

は超法規的な判断になると思うんですけど、い

かがでしょうか。

○岩﨑家畜防疫対策監 ワクチンを接種しまし

た農家の埋却地の選定につきましては、基本的

には、ワクチン接種農家個人が確保することで

進めているところでございます。しかし、ワク

チン接種した家畜につきましては、発症家畜で

はございませんので、なおかつ速やかに殺処分

するために、生きた家畜を移動させて処分する

等について、国と今後、協議してまいりたいと

いうふうに考えております。

○横田議員 ありがとうございます。ぜひよろ

しくお願いいたします。

それで、一つの案なんですけど、例えば児湯

畜連、今後児湯郡、牛も豚も全部いなくなるわ

けですけど、その児湯畜連に搬入して係留場で

殺処分して、新田原の基地の用地に埋却すると

か、そういうことはできないかといった案もあ

るんですけど、そういうことに関しましてはど

のようにお考えでしょうか。

○押川農政水産部農政担当次長 殺処分、埋却

に関しましては、効率的な方法を選びたいとい

うふうに考えております。今お申し出がござい

ました件につきましても、一つの私案というよ

うなところで、検討の材料にしたいというふう

に考えております。以上です。

○横田議員 よろしくお願いいたします。

次に移りますけど、ワクチンを打つというこ

とは、ワクチンを打って感染拡大を抑えている

うちに発生地の処理をしていくというのが基本

的な考え方だと思うんです。でも、ワクチンを

打った農家は、一刻も早い処理を望んでおられ

ます。それで、人材とか資材をふやしてでも対

応すべきではないかと思いますが、いかがでし

ょうか。

○押川農政水産部農政担当次長 我々といたし

ましても、ワクチンを打っていただきまして、

それから殺処分ということで、非常に農家の方

に精神的な苦痛、そういったものも与えている

んじゃないかという感じを持っています。我々

としては、速やかに処分する方向で検討してま

いりたいというふうに考えております。

○横田議員 ありがとうございます。

それと、ワクチンを打ったということで、搬

出制限区域内の農家も含めて、防疫意識の低下

が見られるというふうにもお聞きしております。

それで、防疫体制に対するモチベーションをい
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かに落とさないように農家に指示をしていくの

か、その方策があったらお聞かせいただきたい

と思います。

○岩﨑家畜防疫対策監 ワクチンを打った接種

農家につきましては、現在、1,000数戸という

ことになっております。これらのワクチンを接

種しました農家につきましては、今後、気の緩

みがないように周知をしてまいりたいというふ

うに考えております。

○横田議員 私の住む佐土原町でも、今ほとん

ど全頭に近い頭数がワクチンを打たれたわけで

すけど、散水車で消毒薬を毎日毎日、何回もま

いております。道路が真っ白けになっておりま

す。佐土原町から絶対出さないぞというような

思いでみんな頑張っておりますので、ぜひ、そ

のような周知方をお願いしたいと思います。

続きまして、搬出制限区域内の早期出荷対策

についてお尋ねをいたします。先ほど、県内に

対象となる牛が約１万8,2 0 0頭、豚が約１

万5,300頭と御報告がありましたが、それを処

理する食肉処理工場の稼働能力と予想処理日数

をお聞かせいただきたいと思います。

○児玉畜産課長 早期出荷につきましては、実

現に向けまして、現在、関係団体等と協議を進

めておるところでございます。ミヤチクの都農

工場の処理能力が、牛で１日当たり60頭、豚

で820頭でございます。また、区域内の早期出

荷の処理対象頭数が約7,700頭というふうに予

想しておりますが、それで計算いたしますと、

約３カ月というふうに考えております。

○横田議員 私たちが聞いている日数からする

とかなり早いので、ちょっと安心をいたしまし

た。

それと、食肉として流通させることの可能性

をお尋ねしたいと思います。

○児玉畜産課長 早期出荷されました食肉につ

きましては、肉質の低下はあるというふうに考

えておりますけれども、食肉の安全性には問題

ないということで、流通は可能であるというふ

うに考えております。

○横田議員 いろいろ寄せられている要望の中

に、市場流通をさせることがないように、国に

よる買い取りを要望する声がありますけど、そ

の可能性はいかがでしょうか。

○児玉畜産課長 現在までのところ、国のほう

からは買い取りというようなことは示されてお

りません。

○横田議員 それで、食肉として流通させるこ

とになると思うんですけど、そういう場合、例

えば、それを隠すことなく、「わけあり牛肉」

みたいなキャッチコピーなんかで売り出したほ

うが、国民にも消費者にも、より理解をいただ

けるんじゃないかと思いますが、いかがでしょ

うか。

○児玉畜産課長 「わけあり牛肉」というのも

どうかと思いますが、そういった風評被害が出

ないように、食肉の安全性等については、県民、

国民に周知していく必要があるというふうに考

えております。

○横田議員 今まで宮崎牛ブランドで一生懸命

みんな頑張って売り込んできたわけで、それが

この食肉が流通することで低価になってもいけ

ませんので、それをはっきり国民に理解しても

らった上で購入していただいたほうが、ブラン

ド牛を傷つけることにもならないんじゃないか

と思いますので、いろいろ御協議をいただきた

いと思います。

それと、食肉に適さない、例えば子牛とか子

豚、内臓、皮などの処分はどのようにやってい

かれるのでしょうか。
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○児玉畜産課長 食肉に適さない子牛、子豚に

つきましては、化製処理あるいは焼却処理を行

うというような方向で検討しております。

○横田議員 お聞きしているところによります

と、高城町の施設とかエコクリーンプラザとか

が出ているようでありますけど、そこの受け入

れ体制がとれるのかどうかをお尋ねしたいと思

います。

○児玉畜産課長 都城の南国興産につきまして

は、都城北諸管内のほうから強い反対がござい

まして、今のところ、南国興産には、食肉処理

によりまして出た内臓等ごみ、皮、そういった

ものの搬出はできない状況でございますが、搬

出制限区域内の食肉に適さない子豚等について

は、了解を得ておるところでございます。

○横田議員 都城の人たちがそういう危険なも

のを持ち込んでほしくないという気持ちは、物

すごくよくわかるんですね。でも、先ほど言い

ましたように、佐土原の人たちなんかでも、自

分たちが犠牲になってでも、これ以上、南に感

染を広げないようにということで、ワクチンを

受けることを認められました。そういった意味

で、本当に宮崎県みんなが一丸となって拡大を

防ぐことが大事だと思いますので、そのあたり

もぜひ御理解をいただきながら、南国興産の使

用ができるように説得をしていただきたいなと

思います。

また、速やかに緩衝地帯をつくるために、10

キロの範囲を３キロぐらいに縮めることはでき

ないか、お伺いをいたします。

○岩﨑家畜防疫対策監 移動制限区域の話でご

ざいましょうか。

○横田議員 搬出制限。

○岩﨑家畜防疫対策監 搬出制限区域につきま

しては、今のところ、円を動かすことについて

は、国との協議というふうになっておりますけ

れども、現在の発生状況等を勘案しますと、そ

れを縮めるということについては、今の時期で

は非常に時期尚早かなというふうに考えており

ます。

○横田議員 わかりました。

それでは次に、終息宣言をいつ出すかという

ことでお伺いいたしますけど、殺処分対象家畜

の処理がすべて終わった段階なのか、それとも

搬出制限区域内家畜の処理がすべて終わった段

階なんでしょうか。それとあわせて、子牛競り

市再開の判断時期はいつごろになる考えでしょ

うか。

○児玉畜産課長 終息宣言につきましては、最

終発生農場の殺処分完了から21日が経過した後、

移動制限の解除を行いまして、清浄性の確認検

査を実施しながら、国と協議して終息宣言をし

ていきたいというふうに考えてございます。子

牛競りの開催につきましては、こういう時期に、

また開設者のほうと十分協議して決定していき

たいというふうに考えております。

○横田議員 家畜伝染病予防法は、昭和26年に

つくられた法律だと聞いております。まだ牛を

役牛として使っていて、各農家に１～２頭しか

いなかったような時代の法律であります。現在

のように大型化した畜産には全く当てはまらな

い法律であるというふうに考えます。また、農

水大臣の防疫指針も、10年前の奇跡的な成功例

をもとにしてつくってありまして、今回のよう

な本来の口蹄疫には合わないところがたくさん

あるというふうに考えます。知事の６頭の種牛

緊急避難の判断はすばらしい大英断だったとい

うふうに、私も思います。今回の口蹄疫は、移

動禁止区域内のワクチン接種牛の埋却地までの

移動とか食肉処理工場の稼働などを含めて、今
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後も超法規的な判断をしなければならない場面

が幾つも出てくるんじゃないかと思います。そ

ういったときに、知事には素早い判断をお願い

したいと思いますが、知事、いかがでしょうか。

○東国原知事 議員御指摘のとおり、家伝法が

現実、そしてまた状況に対応していない部分が

多々ございます。その場その場で国との協議を

するんですけれども、法を重視される国の対応

とちょっと温度差があったりなんかするんです

けど、今後、移動制限区域をどうするのか等々

も含めまして、実情に合った法の適用というの

を今後も強く求めていきたいと考えております。

○横田議員 ありがとうございました。私の質

問はこれで終わります。

○蓬原座長 松村議員。

○松村議員 49頭の事業団の種雄牛、本当に残

念でございます。事業団の周辺で、１万5,000

頭以上の豚がいまだに処分されずに、そのまま

放置されております。防疫措置が進まないとい

うところには、埋設地が足りない、非常に確保

が難しいという大きな課題があります。県や農

業関係の皆さんがそれなりの人員もたくさんふ

やしていただいて、当初に比べると、処理スピ

ードは大きく上がってはきていると思いますけ

れども、まだまだ発生する畜体のほうが多いと

いうのが現状でございます。そこで、埋設地の

確保はどのようになっているのか、お伺いしま

す。

○山内地域農業推進課連携推進室長 ５月27日

までの患畜及び疑似患畜発生の221例のうち、

未処分頭数の割合は、牛で51％、豚で38％とな

っております。未処分農場102農場のうち、ま

だ場所の選定中である農場は34農場といった状

況になっております。

○松村議員 質問がちょっと悪かったと思いま

すけれども、新たに農業公社等での買い取り等

が今、始まろうとしているところでございます

が、これは土地確保に対しての新たな展開じゃ

ないかと思います。地元の市町村長とか、あわ

せて多分、公社での買い取りという話が急速に

進んでいるんじゃないかと思います。このこと

で、土地確保が進むスピードが一段と速まるん

じゃないかと思うんですけど、そのことを今ど

れぐらいの形で協議がされているのかをお伺い

したいと思います。

○山内地域農業推進課連携推進室長 農地保有

合理化事業の活用につきましては、先般より、

市町村の担当課長を集めまして、制度の説明を

いたしております。それで、いろんなまとまっ

た農地の確保ということで、それぞれの市町村

のほうで現在、調整が進められているところで

す。

○松村議員 土地の確保というのが、それぞれ

の担当市町村あたりでも本当に大きな悩みでも

あります。これから埋設、まだ18万頭以上の処

理が待っているわけでございます。埋設地の確

保に全力を挙げていただく、これがまず再開を

早めることになるのではないかと思います。埋

設地の確保とあわせて、人員の増員というのも

大きな課題じゃないかと思います。範囲が非常

に広くなったということで、ある程度分散して

動員をかけていく必要があるんじゃないかと思

いますけれども、自衛隊の再度の人員増員の要

請ということに関して、どのように話が進んで

いるのかお伺いします。

○稲用総務部長 自衛隊の派遣につきましては、

当初、御依頼した後に100名の派遣をいただき

ました。その後、増員しまして、陸上自衛隊

が250名、航空自衛隊20名、現在270名の派遣を

いただいているところであります。連隊長とも
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御協議しておるんですけれども、集中的に埋却

作業等が必要になってきた場合には、再度お願

いをして―これはいろんな手続というか段取

りは、殺処分から埋却日数まであると思います

けれども、最終的に集中的にやっていくという

状況になった場合には、さらなる増員をお願い

しているところです。

○松村議員 報道等によりますと、これまでの

埋設処分を勘案して、これからの埋設処分にか

かる期間というと、２カ月以上かかるだろうと

いう報道等もされております。最高でも今の能

力的には１日3,000頭、60日で18万頭というこ

とでございますから、うまくいって２カ月とい

うことだと思いますけれども、これを一日でも

早めるということ─やはり埋設地と人という

のが一番大事なことだ思いますし、一日でも早

い処理というのが、最終的には農家の新たなス

タートを切れる一番の希望だと思いますので、

どうぞよろしくお願い申し上げます。

農家への日々の生活や経営再建までの支援に

ついてお伺いいたしたいと思います。発生から

１カ月以上たち、農家の皆さんも収入の道が絶

たれ、一方では、えさ代、人件費などの経費あ

るいは日ごろの生活資金など、支払いは続いて

おります。当面の生活資金への不安も聞こえて

まいります。ただ、その中で、農家の方々も非

常に孤立されております。無利子の資金の活用

状況も含めてどのようにお考えになっているの

か、お伺いしたいと思います。

○児玉畜産課長 出荷停止などによりまして収

入が途絶えました農家の方は、営農の継続だけ

じゃなくて、当面の生活も大変厳しい状況にな

っておるというふうに認識しております。この

ため、県といたしましては、出荷再開や補償ま

での間の生活資金として、５月12日に知事専決

によります補正予算で、当面の生活資金といた

しまして、貸し付け限度額を発生農家の方

は200万円、発生農家以外の農家の方は100万円

とする、無利子の畜産経営体生活支援資金を創

設したところでございます。以上でございます。

○松村議員 そのような資金が十分に農家の皆

さんに周知されていない、あるいは非常に農家

の皆さんも情報がない、あるいは孤立している

というのがよく聞こえてくるわけでございます。

どうぞ、農家の皆さんが安心して使えるような

状況をつくっていただきたいと思っております。

次に、県のほうでは、県税の猶予等に関して、

それぞれ処置をされているようでございます。

各種税金あるいは年金、保険等の公的基金―

これは県だけじゃなくて市町村にも当てはまる

と思いますが―そのほか水道、電気、電話、

受信料などの免除や支払い猶予の取り扱いにつ

いてはどのようにとらえられているのか。

○稲用総務部長 県税につきましては、今、議

員のほうからのお話にありましたように、徴収

猶予等を行っております。国におきましても、

国税について、同じように徴収猶予あるいは申

告期限の延長、国民年金保険料につきましては、

免除措置等についても検討されているというふ

うに聞いております。国民健康保険税あるいは

介護保険料につきましては、その減免、支払い

猶予というのが、保険者であります市町村長の

権限によって行われるというふうになります。

県としましては、適切な対応をしていただくよ

うに助言をしてまいりたいと思います。また、

電気料金、ガス料金、私立学校の授業料等につ

きまして、県から直接事業者のほうに、柔軟な

対応ということでお願いをしたところでござい

ます。口蹄疫で被害を受けられました皆様方の

状況を十分にお聞きして、適切な対応をしてい
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きたいというふうに考えております。

○松村議員 今回の口蹄疫に関しましては、全

国から温かいお見舞いが参っております。義援

金あるいは寄附金をいただいておりますが、そ

の状況と、農家の皆さんへの分配といいますか、

県と、それぞれの市町村の自治体にも義援金が

参っているということでございます。けさの新

聞で見ますと、都農町は農家１戸当たり10万円

―発生農家、全畜産農家ですか、10万円を一

時金として手渡すという報道もありました。そ

れぞれの市町村で取り組みも違うと思いますけ

ど、県としてはどのような取り組みをされるの

かお伺いします。

○高橋福祉保健部長 福祉保健部でございます。

県では、県共同募金会とともに、被害を受けら

れた畜産農家の皆様への直接の助成の一つとし

まして、宮崎県口蹄疫被害義援金の募集を５

月14日から開始したところでありまして、27日

現在、４億2,900万円余りの寄附をいただいて

おります。県内外を問わず、個人や企業など多

くの方々から寄せられており、まことにありが

たく、心より感謝申し上げます。畜産農家への

配分につきましては、７月30日の募集期間終了

を待たず、なるべく早い時期から数回に分けて

該当の畜産農家に届けたいと考えております。

以上でございます。

○松村議員 ありがとうございます。

次に、経営再開までの生活面での支援となる

家畜防疫互助基金の農家への支払い時期等の取

り扱いについてでありますが、この互助基金と

いうのは、殺処分が終わった農家から随時支払

われていくのかお聞きしたい。それと、再開を

目指して農家の方はほとんどの方がやられるわ

けでございますが、最終的に再開ができなかっ

た農家の取り扱いについてどのようになるのか、

お聞きしたいと思います。

○岩﨑家畜防疫対策監 家畜防疫互助基金の中

には、淘汰互助基金、経営支援互助基金、埋却

・焼却等の互助基金等の３つの基金がございま

す。そのうち、経営再開に向けた経営支援互助

基金につきましては、原則としまして、契約頭

数を導入することによって支払われるというふ

うに、今のところ聞いております。ただし、ワ

クチン接種農家については、原則、家畜の導入

がなくても支払われるというふうなことを聞い

ておりますけれども、その詳細については、現

在、国のほうと協議しておりまして、この段階

では、そのような情報しかお伝えできないとい

うことでございます。

○松村議員 ワクチンを打とうが、患畜として

殺処分されようが、結果的には自分の畜舎の中

は空っぽになるわけでございます。ゼロからの

スタートということで、スタートを切れるか切

れないかというのは、経済状況やいろんなケー

スがまた出てくると思います。ただ、自分の家

畜を投げ出したということは同じだと思います

ので、その辺もあわせて、今後、国のほうへお

話を進めていただきたいと思います。

次に、殺処分される家畜の手当金、この中で

時価評価額ということでございますが、時価評

価額というのは、牛、豚、それぞれ違うと思う

んですけれども、今その言葉しかないものです

から、果たしてどのようなものなのか、私もよ

く理解できないので、御説明を願いたいと思い

ます。

○児玉畜産課長 今回の口蹄疫発生にかかわる

家畜の評価につきましては、家畜伝染病予防法

の58条に基づき、県が直近の生産費調査や市場

価格等を用いて策定いたします家畜評価基準を

設定し、さらにこれに能力や血統等を加味しな
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がら、家畜防疫員、市町村、ＪＡ職員などの３

名以上の評価人で、適正に評価額を決定するこ

とといたしております。

○松村議員 今、概算払いという形で始まった

ばかりでございますけれども、農家の皆さんに

は、果たしてうちの財産は幾らだったのかとい

うことも、今後の再建に向けての新たな材料と

なってきますし、再建のスキームを考える上で

も、時価評価の内容というのが大事になってま

いりますので、農家の不安を払拭できるよう、

どうぞ早目にそのことを提示していただければ

と思っております。

次に、農家の皆さんの中には、大型養豚農家

等、従業員をたくさん抱えられている農家もご

ざいます。ただ、今回のケースで、従業員の皆

さんを何とか雇用したいけれども、雇用できな

いという悲痛な思いがあります。農業関係の今

度の口蹄疫に影響を受けた企業に対しては、雇

用調整助成金等の措置がございますけれども、

直接、農家の雇用に対しては何らかの助成はで

きないのか、あるのかお伺いしたいと思います。

○渡邊商工観光労働部長 商工観光労働部から

お答えします。今質問のありました雇用調整助

成金につきましては、景気の変動あるいは産業

構造の変化、こういう経済上の理由により事業

活動の縮小を余儀なくされた事業主を対象にし

ている事業でございまして、今回は、口蹄疫被

害拡大に伴う経済上の理由で事業活動が縮小し

た事業者については対象になったわけです。例

えば製造業とか。しかしながら、これは厚労省

の考え方なんですけど、今回の口蹄疫被害を直

接の理由とした畜産農家の事業活動の縮小につ

いては、今のところ、助成金の対象外とされて

おります。一方で、今回の被害農家の従業員雇

用につきまして、国において具体的な対策措置

がいまだ明確になっておりません。そこが今、

空白の状態になっておりまして、我々としまし

ても、被害農家の従業員の確保は非常に大切な

ことでございますので、国に対しまして、新た

な雇用措置対策等を早急に打ち出していただき

たい、あるいは早急に既存制度を活用しながら、

それを適用していくような対策をとっていただ

きたい、そういうのをお願いしていきたいと考

えております。

○松村議員 よろしくお願いいたします。

ワクチン接種についてお伺いしますが、２週

齢以下の豚、この豚にはワクチンを接種してい

ないのかなと。農家の方から聞いたんですが、

接種していないと。あるいは、これから生まれ

るだろう子豚、この子豚も多分接種されないの

かなと思いますが、これから処理に対してどれ

ぐらいかかるのかということを考えますと、今

後、その２週齢以下の豚あるいは新たな子豚に

関してワクチンを打たなくていいのかどうか。

その判断と、ワクチンを打っていないんですか

ら、補償から外れるんじゃないかと言われる方

もいらっしゃるんですけれども、この補償につ

いて、あわせてよろしくお願いします。

○岩﨑家畜防疫対策監 現在、口蹄疫のワクチ

ンの対象家畜につきましては、議員が御指摘の

とおり、14日齢以下につきましてはワクチンの

対象にしておりません。これにつきましては、

国のほうで「口蹄疫ワクチンの接種方法につい

て」という接種マニュアルが作成されておりま

して、それに基づきまして、14日齢については

接種対象から外しているということでございま

す。一方、養豚農家、特に一貫経営の農家につ

きましては、日々子畜、いわゆる子供が毎日の

ように生まれてくるわけです。それについても

当然ワクチンの対象にはしておりません。ワク
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チンの考え方なんですけれども、今、約10

万3,000頭ぐらいの対象家畜についてワクチン

接種がほぼ終了しております。この10キロメー

トル以内のワクチンの接種については、あくま

でも蔓延防止を目的に打っておりますので、い

わゆるマスでワクチンを打つということで、確

かに14日齢については無防備の状態でございま

すけれども、10数万頭の対象ワクチンを打つこ

とによって、マスでの防疫ということで考えて

おります。一方で、このワクチンは輸入ワクチ

ンでございまして、汚染国で使われているワク

チンでございます。一応移行抗体等を考えれ

ば、14日齢以下にワクチンを打つということに

ついては、科学的な根拠からいけば外すほうが

ベストかなというふうに考えております。

あと、ワクチンを打たなかった子畜について

の対処をどうするかということでございますけ

れども、これについては、我々としては当然、

手当金の対象となるよう、今後とも国に要望し

てまいりたいというふうに考えております。

○松村議員 次に、先ほどちょっと言い忘れた

んですけれども、発生農家で処理が済んだ方々、

畜産農家の方々でございますけれども、この方

々は非常に家畜の取り扱いになれていらっしゃ

います。この方々に作業に参加していただけれ

ば、かなりスピードが上がるのではないか。そ

して、そういう農家の方々も、もう畜体がいな

くなっているわけでございますし、従業員の方

もいらっしゃいます。この方々に作業に参加し

ていただくことで、これらの生活支援というこ

とにもなると思うんですが、この件に関しては

どのような形でされるかお伺いします。

○児玉畜産課長 議員の御指摘のとおり、防疫

作業員として現在、作業に参加をしていただい

ているところでございます。畜産農家の方々は、

家畜の取り扱いやリフト等の重機の扱いにもな

れておられますので、こういった方を雇用し、

作業のスピードアップを図っておるところでご

ざいます。また、それが従業員の方々の雇用に

もつながっていっておるというふうに認識して

おります。

○松村議員 ありがとうございます。まだ多く

の方がいらっしゃると思いますので、どうぞ積

極的にお声をかけていただきたいと思います。

さて、発生農家と10キロ内ワクチン接種農家、

そして20キロ内の早期出荷対象の農家の皆さん、

ともに最終的には全頭を処分して、すべて畜舎

の中が空っぽになるわけでございます。同じ思

いだと思います。そこで、最終的な救済という

のは、当然同じでなければならないのではない

かと思います。救済の方法は別として、最終的

には同じような救済補助の考え方でよろしいの

かお伺いします。

○永山農政水産部参事（口蹄疫対策担当） 現

在、具体的に救済策等で示されていますのは、

おおむねワクチン接種に関するものでございま

して、それ以外のものについて、まだ具体的に

は示されておりません。ただ、私たちの考え方

としては、今議員が御指摘のとおり、被害を受

けた農家の方々が安心して続けられるようにと

いうことであるべきだと思っていますので、さ

まざまな提案・要望は行っていきたいというふ

うに思っています。

○松村議員 ありがとうございます。

最後になりますが、多くの農家の皆さんも、

自分の家畜を守るという必死の思いでございま

したが、これ以上の拡大を防ぐためにワクチン

接種が行われ、経営再建にはどうすればよいの

かと気持ちを切りかえて、このことに心も痛め

ているのではないかと思います。きょう提案も
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されておりましたが、経営再開に当たっては、

さまざまな課題が発生すると思います。農家の

不安を解消するためにも、総合的に相談指導す

る経営指導員が農家ごとに担当して、１人の担

当者ですべての案件が相談できるというような

体制をつくっていただいて、新たな農家の再建

スタートをできるだけ速やかに安心して切れる

ように、この相談事業というのをどうぞ充実し

ていただきたいとお願い申し上げまして、私の

ほうは終わります。ありがとうございます。

○蓬原座長 黒木議員。

○黒木正一議員 前の質問と重ならない部分で

質問をいたします。

国、県、市町村にそれぞれ対策本部がありま

すが、市町村でそれぞれ異なる道路の蔓延対策

が行われております。例えば椎葉村では、プー

ルをつくって消毒槽で消毒をしておりますし、

諸塚村に入りますと、噴霧器を使った消毒を行

っておりまして、美郷町に入りますと、消毒マ

ットを使った蔓延対策をやっておるということ

で、それぞれ地域の事情に合ったやり方をして

おるということで、間違いではないと思うんで

すけれども、国、県、市町村、一貫性のあるマ

ニュアルに沿った対応がなされているのかどう

かをお伺いします。

それから、10年前に発生したときには、近隣

国で発生したと、わらを輸入しておるというこ

とで、鹿児島か宮崎には口蹄疫が発生するかも

しれないということで、それぞれの担当職員が

集まっていろんな対策を協議したようでありま

して、日本に来るなら来てみろといった意識づ

けがあったと。そして、いろんな畜産の行事に

おいて、口蹄疫が入るかもしれないという意識

を持っていたということでありますが、今回は

そのような対策がとられたのかどうかをお伺い

いたします。

○児玉畜産課長 １月22日に、韓国での口蹄疫

発生を受けまして、市町村、関係団体等を集め

まして、農場への消毒や衛生指導の徹底をお願

いいたしますとともに、万一発生した場合の防

疫対応についても周知をしたところでございま

す。また、５月11日には、児湯地域の５町、そ

れに近接いたします３市を加えまして、今後の

防疫対策について具体的に協議を行ってきてお

ります。さらに、発生市町村におきましては、

県職員等を駐在させまして、県と一体となった

防疫対策に取り組んでおるところでございます。

○黒木正一議員 10年前の発生以降、獣医学と

いうんでしょうか、疫学というんでしょうか、

獣医免疫学というんでしょうか、これが口蹄疫

の研究といいますか、そのような進歩がどれだ

けあったのか。畜産農家の話によりますと、

「人間に感染しないということから研究が進ん

でいないのではないか。怠慢ではないか」とい

うような声があるんですけれども、この点につ

いてはどのようにお考えでしょうか。

○岩﨑家畜防疫対策監 海外悪性伝染病でござ

います口蹄疫の国内での検査につきましては、

東京の小平にございます動物衛生研究所海外病

研究施設に限られておりまして、そこで検査が

行われております。基本的な検査は、ＰＣＲと

リアルタイムＰＣＲという２つの手法で検査し

ておりますけれども、基本的な検査方法につい

ては、10年前と変わっておりません。一方、疫

学でございます。獣医学、疫学につきましては、

最新の手法として、統計学的な手法を用いまし

て、人あるいは物の動き等を中心に、県が疫学

調査をやっていますので、その聞き取り調査に

基づいた関連性の分析を行っているところでご

ざいます。
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○黒木正一議員 さきに国の疫学調査チームが

入りました。どのような調査が行われ、どのよ

うな成果が出たのか。

それから今、感染拡大を防ぐために大変な努

力をしておられるわけでありますけれども、こ

の問題が非常に悩ましいのは、守る一方で、な

かなか攻撃に移れないということがあります。

それは感染ルートがはっきりしないということ

でありましょうけれども、現在の時点で、感染

原因をどのように分析されておるのかをお伺い

いたします。

○岩﨑家畜防疫対策監 国が設置しました口蹄

疫疫学調査チームにつきましては、４月29日に

本県に入りまして、１例目の発生農場の視察を

行ったところでございます。さらに、10例目ま

での発生状況と今後の疫学調査の進め方等につ

いて検討したと聞いております。今後とも、引

き続き検討会が開催されると聞いておりますの

で、発生原因が早急に究明されることを、我々

としても期待しているところでございます。

○黒木正一議員 えびの市では、ある程度の範

囲で蔓延防止、封じ込めができておるわけであ

りますが、えびの市と児湯郡等々を比較して、

どのような差があると認識しているのか。また、

なぜえびの市に感染したと考えられるのかをお

伺いしたいと思います。

それから、もう１点、川南町、都農町の中で

も、感染した農家とそうでない農家があるわけ

でありますけれども、その違いは何なのかをわ

かる範囲でお願いいたします。

○岩﨑家畜防疫対策監 まず、えびの市におい

ての発生が、児湯管内で発生しました発生状況

と比較しまして、早期に清浄化されたところで

ございます。えびの市での発生の原因、あるい

はえびの市が早期に清浄化が図られた、そのよ

うないわゆる疫学あるいはウイルスの動き等々

につきましては、先ほど申し上げましたように、

国が設置しました口蹄疫疫学調査チームの所見

を待ちたいというふうに考えております。

あわせまして、川南町、都農町の中でも、確

かに円の中心にある酪農家等においては、感染

が確認されていない農家がまだ数十戸残ってお

ります。これらにつきましては、口蹄疫のウイ

ルスというのは、感染動物との接触、その生産

物、汚染物品等により伝播すると言われており

ます。家畜やその管理用具、飼料あるいは排せ

つ物等の移動を禁止したり、あるいは消毒の徹

底を図っていくところでございますけれども、

川南町、都農町等での発生農家と非発生農家と

の違いについては、申しわけございませんけれ

ども、繰り返しになりますが、国が設置しまし

た口蹄疫疫学調査チームの所見を待ちたいとい

うふうに考えております。

○黒木正一議員 次に、野生動物の対策につい

てお伺いいたしたいと思います。ちょうどイノ

シシとかシカが増加したときに口蹄疫が発生し

たということで、農家にイノシシやシカが接近

するという畜舎は非常に多いのではないかと思

います。これらに感染した場合、どういう拡大

があるかというのが非常に心配されるんですけ

れども、この対策をどのように考えておられる

のか。それから、イノシシとかシカの野生動物

の偶蹄類が口蹄疫に感染した例はあるのかをお

伺いします。

○井上営農支援課長 これまでに国内における

野生動物の口蹄疫発症の事例は確認されており

ませんが、イノシシ、シカへの対策は大変重要

であると考えております。イノシシ、シカにつ

きましては、これまで農作物等への被害防止の

観点から、集落での追い払い活動あるいは防護
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さくの設置、有害鳥獣捕獲等に取り組んでいる

ところであります。口蹄疫の防疫対策を徹底い

たしますために、市町村とは今後さらに連携を

図りながら、特に鳥獣保護員等による巡回パト

ロールの強化、新たに配置いたしますシカ・サ

ル対策指導捕獲員の活用、ネズミ等小動物によ

るウイルス拡散防止のための畜舎周辺への消石

灰等の散布、こういったことに取り組んでまい

りたいというふうに考えております。以上です。

○黒木正一議員 県内全域で行事や会合の中止

・延期も続きまして、畜産業だけではなくて、

地域経済への深刻な影響が広がっております。

特に非常事態宣言以降、人の動きが鈍って、地

域経済にも影響が拡大しておりますが、畜産関

連産業、トラックとかカーフェリーとか非常に

影響が出ているというようなうわさがあります

けれども、こういうものがどういう状況になっ

ておるのか。

それから、観光、飲食店等への影響はどうな

っているのか。

それから、教育面でのいろんな大会の延期・

中止が続いておりますけれども、この影響と対

応についてお伺いをいたします。

○渡邊商工観光労働部長 畜産関連産業、いろ

いろあります。食肉加工工場、運送、それから

飼料関係の製造業とかいろいろありまして、影

響が多く出ております。特に川南、それから都

農周辺、このあたりを中心に大きな影響が出て

おりまして、我々としても、いろんな意見交換

等を通じまして、実情を把握しているところで

ございます。

それから、観光、飲食業等への影響につきま

しても、実情の把握に努めているところでござ

いますが、特にゴールデンウイーク以降、予約

キャンセルなどによる売り上げや客数の減少が

見られておりまして、被害が拡大するにつれて、

さらに減少しております。特に児湯地区におけ

る飲食業への影響は、非常に大きい状況になっ

ております。県におきましては、各事業者に対

しまして、先般創設しました口蹄疫緊急対策貸

付、あるいは国の金融支援、あるいは先ほど出

ましたけど、雇用調整助成金の特例措置、こう

いうものの周知徹底を図っているところでござ

いますが、特に川南、都農では、先般、現地で

の金融相談等も実施したところでございます。

また、観光関係団体と協力しまして、大手旅行

代理店と旅行企画継続実施の働きかけ、こうい

うのも行っておりまして、風評被害の払拭等に

取り組んでいるところでございます。以上でご

ざいます。

○黒木正一議員 最後に、このような緊急事態

になりまして、緊急対策費用が当然かかってま

いりますし、また、景気が悪い中で、県内経済

へもいろんな影響が出てくると。そういうこと

で、税収減にもなるというふうに考えられるわ

けでありますけれども、県財政に与える試算を

どのように考えておられるかをお聞きして、質

問を終わりたいと思います。

○蓬原座長 その前に、教育長が先ほどの質問

に答えます。

○渡辺教育長 県内小・中・高等学校、特別支

援学校の多くの学校におきまして、口蹄疫の発

生以降、修学旅行や運動会、参観日やＰＴＡ関

係など、さまざまな学校行事の変更が行われて

おります。例えば、修学旅行につきましては、

４月から６月までに実施を予定していた学校

が192校ありますけれども、過半数に当たる101

校が日程やコースを変更いたしております。そ

れから、運動会や体育大会につきましては、同

じく４月から６月までに実施を予定していた学
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校が45校ありますが、この80％に当たる36校が

日程の変更やプログラムの変更を行っていると

ころであります。

なお、児童生徒の状況について付言して申し

上げますと、心理的なストレス等によりまして

不登校傾向になった児童生徒もおりましたが、

現在は元気に登校しているというふうに聞いて

おります。それから、口蹄疫の発生以降、５

月24日までの状況でありますけれども、防疫対

策として自主的に登校を控えていた児童生徒

が26名おりましたが、それぞれの学校におきま

して、これらの児童生徒に対しまして、課題を

与えたり電話等による学習サポートを行ったり

するなど、適切な支援に努めてきているところ

であります。それから、休学・退学の状況であ

りますけれども、県立高等学校における休学・

退学はございません。以上です。

○稲用総務部長 今回提案の第３次補正予算を

含めまして、３回の補正で総額116億1,016

万1,000円を措置したところであります。その

うちのいわゆる県の手出しとなります一般財源

は、83億7,386万1,000円となっております。こ

のうち発生農家経営再建支援事業の50億円につ

きましては、全額特別交付税で措置されること

となっておりますが、その他の33億7,000万円

余につきましては、特別交付税による措置を含

め、国による補てん措置の内容が不明でありま

して、試算は困難な状況であります。税収への

影響につきましては、口蹄疫により被害を受け

られました畜産農家などの所得の減少によりま

す個人県民税の減収、それから畜産業や食肉加

工業等の関連産業の収益減少によります法人県

民税、事業税の減収などが予想されます。また、

観光業や飲食業など、幅広い業種への影響も考

えられるところでありますけれども、現段階で

税収への影響額というものを見通すことは困難

でございます。

○蓬原座長 以上で自由民主党の質疑は終わり

ました。

休憩いたします。

昼からは13時再開、時間厳守でお願いします。

午前11時53分休憩

午後１時０分開議

○蓬原座長 定刻になりましたので、全員協議

会を再開いたします。

質疑を行います。水間議員。

○水間議員 どうもお疲れさまです。新みやざ

きの水間です。よろしくお願いします。

先ほどからお話がありまして、本年４月20日

に第１例が都農で発症しまして、もうとまるか、

もうとまるかと思いますけれども、連日発症し

まして、けさで221例、全体で15万2,403頭とい

うようなことでございます。そしてまた、ワク

チン投与によります殺処分による予定を入れま

すと、30万頭に近いというような話もあるわけ

でございます。現在、究明が難しい中で、蔓延

防止対策に困難をきわめ、また、処分したもの

の埋却地が見つからないと。厳しい現実でござ

いまして、その間に広がりを見せたのではとか、

あるいは初期の体制が遅かったのではと、いろ

いろな意見や情報が飛び交う中で、実は先ほど

のテレビで、さきにもお話がありましたが、今

回、農林大臣が指定をした地域では、牛や豚の

殺処分を国が強制的に行えるというような、口

蹄疫対策特別措置法が全会一致で参議院で可決

したようでございまして、まさに喜ばしいこと

でございます。実は私ども17日、新みやざきで

総理大臣に会いまして、このことを要望してま

いったところでございます。ちょうど17日に対
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策本部ができたのもそのときでございまして、

そういう意味では、早く蔓延防止をしておきた

いと思います。今回の特別措置法について、可

決をしましたが、知事としてはどんな御認識を

お持ちか、まずお聞かせをいただきたい。

○東国原知事 特別措置法に関しては、我々の

思いといいますか、現場の非常に痛恨な思いを

受けての可決であると考えております。内容に

関しましては、1,000億というような細かな数

字―私は、この1,000億は最初から要望して

いた大まかな数字でありまして、そういったも

のが盛り込まれたということに対しては、非常

に評価をさせていただきたいと思っているとこ

ろであります。また、細かいことについて、埋

設地の問題、殺処分の問題等々、国が積極的に

関与をしてくれということで、午前中にも申し

ましたが、家伝法は基本的に、発生農家が処分

をしなければいけない、埋設をしなければいけ

ないというような前提に立っておりますが、そ

れを越えた超法規的な措置ということで、殺処

分や埋設、そういったものが少しでも進むので

はないかというような認識をしておるところで

あります。

いずれにしろ、補償の問題が、国が全額とい

うようなところが、地方負担もあり得るのかな

というような表記になっております。その辺が

ちょっと気になるところでありますが、おおむ

ねこの特別措置法についてはありがたいという

評価をさせていただいているところであります。

○水間議員 続きまして、私は先般、５月11日

だったと思いますが、第１回目の全協のこの場

で、今回の発生によって、一番南にあった農大

校あるいはスーパー種雄牛がいる家畜改良事業

団、ここに口蹄疫が発生するようなことがあっ

てはいけない、死守をすべきだということでお

願いをいたしたところでございますが、そこで

発生をし、また、避難隔離をしましたけれども、

そこでも出、また49頭を、恐らく知事の見解で、

知事の考え方で49頭を避難、回避するためにと。

我々が全く知らない中でこの49頭が残されてお

ったということでございますが、それについて、

あの時点で、なぜもう少し早く移動ができなか

ったのか、隔離できなかったのか、お尋ねをし

ておきたいと思います。

○押川農政水産部農政担当次長 あのとき、６

頭の移動というような形になりました。実は、

我々といたしましては、口蹄疫の防疫指針なり、

家畜伝染病予防法、そういったものの中では、

移動制限区域を設定しました段階ではなかなか

家畜を移動させることができないと。我々は、

種雄牛に関しましても移動してはいけないとい

うような感覚を持っておりました。そういった

状況の中で推移していったわけでございますけ

れども、なかなか発生がおさまらない、そして、

事業団の近くまで来たというような状況もござ

います。我々といたしましては、５月８日の時

点から、これではいけないということで、何と

か国にお願いしていこうというようなことを考

えまして、国と協議させていただくと。移動制

限区域の中であるけれども、何とか我々として

は種雄牛を守りたいということで御相談申し上

げ、そして、10日の日、大臣が来られましたの

で、その席で知事からも申し上げていただいた

という状況がございます。若干遅かったと言わ

れれば遅いかもしれませんけれども、ぎりぎり

の線で我々も選択させていただいたというよう

な状況でございます。以上でございます。

○水間議員 それで、結局６頭を避難させるこ

とになりまして、聞くところによると、13日に

西米良村に向かいながら、途中で方向が変わっ
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て西都市へ行った。それが14日である。ここら

あたりの経過について御説明をいただきたい。

○児玉畜産課長 13日の正午ごろに高鍋の家畜

改良事業団を出まして、当初は西米良村のほう

に向かっておりましたが、西米良村のほうに新

規就農者がつくりました牛舎が５キロ以内にあ

るということが判明いたしました。もしかした

らということも考えまして、そこを避けて、近

隣に牛・豚のいない西都のほうに引き返したと

いうような状況でございます。

○水間議員 そこらあたりなんですよ。我々は

新聞紙上でしかそれがわからない。そういう説

明があっていいじゃないか。どうですか。

○押川農政水産部農政担当次長 移動すること

につきましては、移動制限区域から搬出すると

いうような状況もございました。また、各県と

の兼ね合いもございまして、国とも協議しなが

ら対応させていただきました。基本的には、対

応がちゃんとでき上がりまして移動するという

ような形の中で、記者会見等で公表していった

という状況はございます。即、皆様方にお知ら

せしなかったというような状況はございますけ

れども、記者会見の中で公表させていただいた

という経緯がございます。以上でございます。

○水間議員 時間が迫っておりまして、ちょっ

とはしょりますが、今回、知事が非常事態宣言

を発令されました。このことによって、先ほど

から質問が出ておりましたが、いわゆる関連産

業を含めて、畜産農家はもとより、すべての産

業に影響が出てきている。先ほどありました商

工観光労働部長の答弁、あるいは、ちょっと不

服ですけれども、教育長の答弁、いろんなイベ

ントがキャンセルになっている。ホテル業界、

飲食店、食材関係、酒屋さん、旅行業、鹿児島

県もきのうのテレビでは修学旅行が来ないとい

うような話でした。やっぱりここにはすべてを

―畜産農家も大変ですが、全産業を、知事と

して、今回の口蹄疫の問題、もう一回景気回復

をしていただきたい。本当にこれは言葉にかえ

られないぐらい今大変な時期に来ているんです

が、その認識はお持ちでしょうか。そしてまた、

商工観光労働部長あるいは教育長、これについ

てどうお思いか、お聞かせください。

○東国原知事 非常事態宣言の発令でございま

すが、前回の全協のときに、議員の方からそう

いう御提案もいただきまして、私としても十分

な熟慮をさせていただいたところであります。

当然、非常事態宣言となりますと、こういう事

態―県内の産業、イベント、あるいは学校等

々への影響というのは甚大になるということは

予想ができたわけでございます。ゆえに、非常

に慎重な上にも慎重に判断をさせていただいた。

非常事態宣言というのは、今回、県民の皆様に

お願いをさせていただくという形で発令をさせ

ていただきました。自主的なお願いであります。

口蹄疫の蔓延がとまらない中、そして、あの時

点で川南から高鍋に移り、南下を始め、えびの

にも発生し、これは県内で総力戦といいますか、

県民総ぐるみでとりあえずこの蔓延を防止しな

きゃいけない、撲滅をしなきゃいけないという

思い、それと県内への経済的なさまざまな影響、

それを十分に考慮させていただいて、あのタイ

ミングで皆さんにお願いをしたということであ

ります。

結果、やはり予想を上回るような、経済的あ

るいは県民の暮らしに多大なる影響を及ぼして

いるところでありますので、一日も早くこの収

束に向け全力で邁進し、そしてまた、終息した

後に、県内の経済あるいは産業、すべての再生

に向かって全力を尽くしていかないといけない
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と考えておるところであります。

○渡邊商工観光労働部長 各産業の影響につい

ては、今、知事が申し上げられたとおりでござ

いまして、我々としましても、いろんな対策を

打っているわけでございます。ただ、今後、終

息を見通しながら、観光需要とか飲食関係の需

要を喚起するような新たな対策を積極的に打っ

ていくと。今そういうものの準備等もしており

まして、我々としましても、そういう形で直接

的な支援―金融支援あるいは雇用調整助成金

とか、そういう手当ての対策等は今やっており

ますけど、やはり今後、終息を見通した新たな

観光需要、飲食業の需要を喚起するようなイベ

ントあるいは催しの実施、いろんな対策を考え

て準備しておりますので、そういう対策を今後

打っていきたいというふうに考えております。

○渡辺教育長 午前中の黒木正一議員の御質問

に対してお答えしましたが、修学旅行について、

４月から６月までに実施を予定していた学

校192校のうち101校が、日程やコースを変更し

たというふうに申し上げましたけれども、これ

について、県教育委員会から小中学校に対して、

修学旅行を自粛しなさいとかそういう通知等は

一切やっておりません。これは各市町村の判断

です。

それから、ただいま紹介のありました、鹿児

島県に修学旅行のキャンセルによる影響が出て

いるという報道が、昨日の夜、ＮＨＫでなされ

ましたけれども、これについては、私ども県教

育委員会からそのような通知は一切出しており

ませんので、これはＮＨＫにはっきりと申し上

げたところであります。

なお、非常に厳しい中ではありますけれども、

先ほどの口蹄疫の非常事態宣言を受けて、各種

のイベント等も中止あるいは延期の措置がとら

れているところでありますけれども、現在、県

教育委員会では、県の高校総体、これはいろん

な御意見もあります、しかしながら、最大限の

防疫措置を講じて実施をしたいということで準

備をしているところであります。以上です。

○水間議員 これで終わりますが、今、知事が

お話しになりましたように、関係者の方で本当

に頑張って、知事を先頭にということはわかっ

ております。ですから、農政水産部長が倒れら

れたということもありますが、責任が一極に集

中しないような方向でひとつ頑張っていただき

たい。一日も早い終息を期待しまして終わりま

す。

○蓬原座長 権藤議員。

○権藤議員 続いて権藤が行います。国の支援

体制等についてでありますが、当初は、発生の

ときには、国から専門家は来ているのか、そう

いう疑問もありました。消毒剤の体制はどうな

のか、いろいろありましたが、そういう中で、

１つには、大臣の顔が見えぬではないか、そう

いう御意見もありました。そこでお尋ねなんで

すが、法に基づいた殺処分に至る過程等で、国

と県で相互に意見を交換しながら、大臣云々と

いうのは、実質的な面で何らかのそごを来した

のか、こういうことを執行部にお聞きしたいわ

けであります。

○東国原知事 ４月20日の第１例目の疑似患畜

の確認直後、国でも農林水産省に口蹄疫防疫対

策本部が設置されまして、まずは、全額国庫負

担による消毒薬の配付や他県等の獣医師を派遣

していただきました。また、感染経路を究明す

るための専門家による疫学調査チームの早期派

遣や、本県からの要請を受けた迅速な自衛隊の

出動を行っていただきました。さらに、その後

の発生拡大を踏まえまして、５月17日には、国
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では首相を本部長とする口蹄疫防疫対策本部を

設置していただき、山田農林水産副大臣をトッ

プとする現地対策チームを本県に派遣していた

だきました。この現地対策チームにおいては、

各省横断的な課題について迅速な調整を行って

いただいた結果、発生農家に対する手当金の概

算払いの実現や、幹線道路における一般車両を

対象とした消毒の強化、防疫措置に必要な物資、

機材等の調達の円滑化など、本県防疫体制の強

化に貢献していただいたと思っております。

○権藤議員 ５月10日に赤松農林大臣が参りま

して、動員の目標とか具体的な国の体制のとり

方が明らかになりました。その後に、山田副大

臣を現場の本部長という形で現在やっておるわ

けでありますけれども、私どもとしては、そう

いうものに遅滞や遺漏があったということであ

れば、非常に責任を感じるわけであります。そ

ういう意味で、体制論議も確かに大事かもしれ

ませんが、今の法律の範囲内で対応してきたこ

とに対して問題等があれば、私どもも責任を持

ってそれはつながないかんと思っております。

そういう意味で、重ねてになりますが、赤松大

臣の動員体制その他、あるいはその後の山田副

大臣のこちらに来てからの指示等で、県として

不自由な点や何か問題があるということがある

のか、重ねて伺いたいと思います。

○東国原知事 赤松農林水産大臣が５月10日に

来県されたときに示された関連対策としては、

家伝法に基づく対応として、殺処分家畜等に対

する手当金や、さらには県全域を対象とした全

額国庫負担による消毒薬の散布などの措置、当

面の資金対策として、家畜疾病経営維持資金の

融資枠の拡大、家畜防疫互助基金の実施、さら

には出荷適期を越えた肉豚への助成などが示さ

れたところであります。その後、国の現地対策

チームを通じて経営支援策等の充実強化を要請

する中で、疑似患畜の評価額と手当金の差額５

分の１について、県が負担した場合、その全額

を特別交付税で措置するとともに、概算払いに

より迅速に交付することや、移動制限区域内の

すべての牛・豚に対してワクチンを接種し、早

期殺処分を行うための補てん・補償金や経営再

開支援金が追加して措置されたところでありま

す。これらの対応策の大半につきましては、基

本的には今後実施されることとなりますが、殺

処分に係る手当金につきましては、５月28日現

在、発生農場に対して９件、１億5,100万円余

の概算払いを行ったところであります。

○権藤議員 次は、埋却地対策等について。現

在でも非常に問題が多いわけでありますが、本

来、これは個人対応とか、あるいは大幅なもの

については国の対応とか、いろいろ言われてま

いっておりますが、２～３日前になって公社と

いう話も出てまいっております。私は、これは

地元町を含めて、まだ十分機能していないから

こういう現象が起きているのではないかという

ふうに思うわけでありますが、公の部分で対処

した土地の手当てというのはどれぐらいあるの

か、お聞きをしたい。

○山内地域農業推進課連携推進室長 埋設地の

対応につきましては、家畜伝染病予防法に基づ

きまして、基本的に自分の責任において処置す

るというこれまでの対応が中心でございました

ので、基本的には、みずからの所有地あるいは、

特に今回の場合、養豚農家とか大規模肥育牛農

家とか、自前の農地を持っていない農家等が多

うございまして、その方々につきましては、他

者の農地を購入するという形を余儀なくされた

と。そのほとんどが私有地での対応になってい

るという現状にあろうかと思います。
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○権藤議員 それでは、汗を流して公的な土地

を見つけたというものはゼロなんですか。どう

なんですか。

○岩﨑家畜防疫対策監 公有地を利用した件数

は、過去に１件ございます。畜産試験場川南支

場で発生があったときに、隣接の農場でどうし

ても緊急に200頭ほど、全体頭数でいきますと

約３分の１程度の発症豚を早急に処分しないと

いけないという状況がございましたので、川南

支場で埋却したときに、あわせて１例だけ民間

の豚を埋却しております。

○権藤議員 時間がありませんから前に進みま

すが、農大校の300頭弱というのは、もちろん

農大校敷地内に埋設ということで理解してよろ

しいんですね。

○山之内地域農業推進課長 農大校につきまし

ては、220頭の家畜（218頭の牛と２頭のヤギ）

を殺処分して埋却したところでございますけれ

ども、農大校の敷地内に埋却したところでござ

います。

○権藤議員 私は、これだけ土地がないときに、

農大校で200頭余りの埋設ということでいいん

だろうかというふうに思うんです。知事にぜひ

お願いしたいのは、英断をもって、農大校の土

地も有力候補地ということで挙げていただいて、

ぜひ具体化をしてほしいと思いますが、いかが

でしょうか。

○東国原知事 農大校に関しては、検討をして

いるところであります。ただ、公的な土地の提

供となりますと、これまで私有地等々私財をな

げうって協力をしていただいた方たちとのバラ

ンス感覚や公平性の問題等、さまざまな課題が

ありますので、そういったものも勘案しながら

検討していきたいと考えておるところでありま

す。

○権藤議員 私は、この際、そういうものは後

にしてでも、今の議論の中でも、私有地の評価

あるいは有効期限内の賃借権、そういうものが

議論されているわけですから、ぜひ英断をもっ

てお願いしたい。これは時間の関係で述べませ

ん。

それから、種雄牛の話でありますが、鳥取県

に国の牧場というのがあって、宮崎出身の系列

の牛がおると。どうかと。こういう話があるわ

けでありますが、これに対しては、私は、49頭

がきょう現在そういうニュースであれば、あり

がたい話ではないかと思いますが、どのように

考えておるか伺います。

○児玉畜産課長 鳥取の種畜センターの種雄牛

の話は、私もテレビで拝見した程度でありまし

て、国のほうが、宮崎県の種雄牛のこういう状

態をかんがみて、かなり心配してくれたんだろ

うなというふうに思っております。我々は、５

頭の牛と直検牛の16頭を何とか口蹄疫から守り

まして、この牛を中心にして宮崎牛を再生して

いきたいというふうに思っておるところでござ

います。

○権藤議員 最後にしますが、国のほうからそ

ういう話があったり、また49頭が壊滅的だとい

うことになれば、私は、前向きにすべきじゃな

いかというふうな意見を持っておりますので、

これを申し上げて、次にバトンタッチします。

○蓬原座長 西村議員。

○西村議員 先日25日に日向市内でもワクチン

の接種が始まりまして、それを終えた農家の方

々との意見交換を行いました。先ほどの佐土原

のケースと同じで、これ以上北へは行かせない

と。同じく畜産農家をやっている仲間を守ると

いうことで、涙を流しながら協力していただい

た方々の気持ちを代弁して質問させていただき
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ます。

まず、５月21日に、知事また山田副大臣と共

同でワクチン接種の要請をされました。その際

に、ワクチンを使用するという決定、要請はど

ちら側から行ったのか。また、その経過はどう

なのかをお聞かせください。

○東国原知事 ワクチンの決定に当たりまして

は、国のほうから提案がありまして、地元と協

議をさせていただき、そしてまた、自治体の首

長さんとも十分協議をさせていただきまして、

補償の問題、さまざまな問題で話し合って、意

見交換をさせていただいた結果、国が決定をさ

れたということであります。

○西村議員 先ほどからの質疑の中で、家伝法

に関しては、非常な不備というか、現状とマッ

チしていない部分があるという話はたくさん出

ておりますけれども、ワクチンを使用するに当

たっての協議の段階で、どうして埋却地のこと、

そして家伝法の不備な部分がクリアできなかっ

たのか。実際打ってみて、現場というのは混乱

し、また、愛着を持って飼った自分の牛また豚

の処分に関して頭を悩ませ、不満に、そして不

安に思っている農家のことを考えれば、そうい

う協議の場でなぜ一歩、確約というか、進める

ことができなかったのか。そういう協議の場は

なかったんでしょうか。

○東国原知事 事は急を要するということを国

に強く言われました。とにかくこの蔓延を一刻

も早く阻止するんだと。そのために協力をして

くれないかと強く要請をされました。地元の首

長さんたちも非常に悩んでおられました。これ

は国内で初めての事例でありますので、そうい

った法的な不備等々も懸念されました。さまざ

まな視点から、多面的な視座に立って考え、熟

慮して得られた結果だと私は認識しております。

○西村議員 この方々は、せめて自分の敷地内

で殺処分、埋却というのは勘弁してくれと。先

ほどからも同じような話がありましたけれども、

ワクチンをしている分だけ、移動に関しては法

律を緩和していただいて、せめて合同で、また

一緒のところで殺処分、埋却はできないのかと

いう思いがあります。これに関してはぜひ力を

入れていただいて、これだけは聞いていただく

ようにお願いします。これは先ほど答弁があり

ましたので、必要ないです。

また、その農家の中には、殺処分に関して、

条件、また買い取り価格等の金銭的な部分を、

せめて１週間でも２週間でも早くに教えてくれ

ないかと。当然資金繰りの問題もありますが、

現状は今どのぐらいになっているんでしょうか。

○岩﨑家畜防疫対策監 ワクチンの接種により

まして殺処分される牛・豚等については、時価

評価額の５分の５が補てんされるほか、ワクチ

ン接種後、殺処分までの飼育コストあるいは経

営再建支援などが国から補てんされると聞いて

おります。これらの具体的な内容につきまして

は、現在、国で検討されているということでご

ざいます。

○西村議員 質問は、それがいつ農家のところ

に伝わるのかということなんです。

○岩﨑家畜防疫対策監 先ほども申し上げまし

たように、具体的内容については、今、鋭意国

のほうで検討がされております。実際、ワクチ

ンを接種された第１号の農家でございますけれ

ども、殺処分をしております。そういう意味で

いけば、例えば具体的に殺処分前の１週間とか

２週間とか、そういう時間の約束は今のところ

できないということでございます。

○西村議員 その補償内容が明らかになってい

ないからこそ、農家の感情というものは、非常
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に不安である、不満であるということを、当然

理解はしていただていると思いますけれども、

これが進まないと、ワクチン接種または埋却に

関して、今後、農家との信頼関係を崩すことに

なりかねませんので、できれば、殺処分すると

決まった時点で、あなたはこのぐらいですと、

せめてこれで次の再建も考えてくださいという

ことができないと、とても今話に乗ってもらえ

る状態じゃないと思います。今のことを踏まえ

ると、ほかの者が幾らになっているかというの

は当然わからないとは思うんですけれども、農

家の中には、ワクチンを打った瞬間に元気がな

くなったと。元気がなくなったから、俺はビタ

ミン剤を買ってきて飼料にまぜてそれを食べさ

せたと、そういう話も聞きます。そういうこと

であれば、３週間、４週間かかるかもしれない

埋却までの時期に、プラスアルファでそういう

ふうに自分の資金を投じてやられる方、そして、

例えば稲わら、飼料用作物をつくったその飼料

の作物はどうなるのかと、牛が１頭もいない中

で。その辺はどうなるのかお伺いします。

○岩﨑家畜防疫対策監 まず、ビタミン剤等の、

いわゆるワクチンを打つことによって発生しま

すいろんな飼育資材でございますけれども、こ

れにつきましても、我々としましては、殺処分

までの飼育コストに当然オンされるだろうとい

うふうに考えております。

それから、稲わらのことでございます。

○押川農政水産部農政担当次長 飼料作物をお

つくりになったというような状況の中で、家畜

がいなくなったという話になってまいりました。

我々といたしましては、口蹄疫を一刻も早く終

息させて、再開というような道筋を立ててまい

りたいというふうに考えております。そういう

場面でお使いいただく方法を考えていきたいと

いうふうに考えておりますが、当面お使いにな

れないという話もございましょうから、私ども

といたしましては、農協等を通じまして、例え

ば児湯地域から都城のほうに、西・北諸のほう

に融通するとか、もし欲しい方がいらっしゃれ

ば、そういった融通する方策（「買い手がある

わけないじゃないか」と呼ぶ者あり）というよ

うな形もあるのかなというふうに考えていると

ころでございます。

○西村議員 最後にお願いになりますけど、こ

れは余り報道もされませんけれども、地元の建

設業を初め、市町村との災害協定、県との災害

協定を結んでいらっしゃる諸団体も、非常に献

身的に協力しております。ここで、危機管理局

というものが県にもありますけれども、この危

機管理というもののあり方に関して、今回その

ような災害協定を結んでおられる団体にも、当

然、今後のことも踏まえて協力体制を築いてい

っていただきたいと思います。最後は要望にな

ります。これで終わります。

○蓬原座長 以上で終わりました。答弁は要ら

ないですね。

髙橋議員。

○髙橋議員 連日連夜の防疫対策、本当に御苦

労さまでございます。いろいろと原因究明とか

責任論が出ております。大事なことではありま

すが、今は、蔓延防止、一刻も早い終息に全力

を挙げて取り組んでいくことだというふうに思

っております。そして、畜産農家関係の生活支

援、再建に向けたことをしっかりと論ずること

だというふうに私は思っております。

重複することは避けて、簡潔に質疑をしてま

いります。まず、国からの財政支援、ここを確

認させていただきたいんですが、特交について

は、まだ計算できないということで先ほど答弁
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がありました。人件費については該当しないと

いうこともお聞きするんですが、これ以外に特

交で見てくれないものを、わかっていれば教え

てください。

○稲用総務部長 家畜伝染病予防法に基づく口

蹄疫対策の経費につきましては、従来、国庫補

助対象経費の地方負担分が８割、単独分につい

ては５割が特別交付税措置されるものと聞いて

おります。したがいまして、今回も基本的には、

口蹄疫対策の経費につきましては特別交付税の

対象にしていただけるものと考えております。

○髙橋議員 ぜひそうなるようにお願いをして

いくわけですが、ただ、御案内のように、特別

交付税が交付されるときに、明細書が来ていま

すでしょうか。その明細がないところに非常に

問題があるわけで、できましたら、特交ではな

くて、しっかりとした交付金で全額措置される

ことをぜひ要望していくべきじゃないかと思っ

ていますが、見解をください。

○稲用総務部長 今回の口蹄疫に対しまして、

地方の負担分については基本的に国において措

置していただけるようにということは、知事、

県議会、市町村、いろんなところで要望をさせ

ていただいているところであります。その考え

方ということについては、基本的に変わってお

りません。最終的にどういう形になるのかとい

うことはわかりませんが、今回の問題について

は、地方負担のないようにということについて、

最後まで要望していきたいと思っております。

○髙橋議員 今回の補正で基金を取り崩されま

した。基金残高33億円を切ったというふうに聞

いていますので、今後いろんな非常事態があっ

たときに、この基金がないと大変なことになり

ます。ぜひ地方負担のないように努力をしてく

ださい。

次に移ります。生活支援、いろいろと午前中

も出ました。無利子・無担保の100万、200万。

金融機関が窓口になっていますので、当然、審

査があるはずですね。特例としてこの審査は緩

やかなんでしょうか、御答弁ください。

○児玉畜産課長 融資を行う際には、融資機関

はもとより、営農部門の技術員、普及指導員、

畜産協会等のコンサルタントの意見を聴取しな

がら、提出された経営改善計画書の適正な審査

の上、迅速な貸し付けを実行していくことが重

要だというふうに考えております。

○髙橋議員 今、適正な審査ということで御答

弁がありましたが、生活支援を求めているわけ

で、そのための融資を県は政策としてつくられ

た。そのことによって農家の方をしっかりと支

援できればいいんですが、いざ申し込んだわ審

査ではねられた、これでは元も子もありません

ので、特例としていろんな工夫で審査をくぐり

抜けるような努力はできないものか、御答弁い

ただければお願いいたします。

○児玉畜産課長 なるべく迅速な貸し付けを実

行していくために、不備があるところにつきま

しては改善をしていきたいというふうに考えて

おります。

○髙橋議員 ぜひぜひよろしくお願いしたいと

思います。

午前中もありました。畜産農家で働いていた

方々は失業されますが、いろんな関連の職の方

もいらっしゃいます。その方々の救済の意味で

も、緊急雇用対策の基金を積み立てていますが、

そのことを今後活用してそういう方々を救済で

きないものか、検討をされていないのか、お尋

ねします。

○渡邊商工観光労働部長 今ありました緊急雇

用関係の特例基金の活用については、例えば、
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口蹄疫発生市町村や団体における復興に必要な

人員確保、こういうものの雇用という側面から、

十分適用が考えられる、あるいは事業構築が考

えられると思いますので、市町村とも十分協議

しながら積極的な活用を図っていきたい、そう

いうふうに考えております。

○髙橋議員 ぜひともよろしくお願いしたいと

思います。

次に移ります。黒木正一議員もおっしゃって

いましたが、防疫対策に取り組む全県下統一し

た体制、今回、県、市町村の合同の対策会議な

んかが設けられたんでしょうか、まずお尋ねし

ます。

○児玉畜産課長 先ほどもお答えいたしました

けれども、韓国での口蹄疫の発生を受けまして、

ちょっと日付は忘れましたけれども、関係市町

村・団体等を集めて防疫対策会議を開催いたし

ております。それから、５月11日には、児湯地

域の５町と近隣の３市を加えまして、今後の防

疫対策のあり方等につきまして具体的な協議を

行ってきておるところでございます。

○髙橋議員 なぜこんなことを申し上げるかと

いうと、長期化しますね、今度の防疫対策。自

主防疫をやっているところも、長期化で大変な

御苦労をされていると聞きます。ぜひ県がリー

ダーシップをとって、効率よく対策できるよう

にしてほしい。私も具体的な自主防疫ポイント

をすべて把握していませんが、例えば、北方―

日之影は一本道ですね。そこでやっているポイ

ントが２カ所あると聞くんですが、ここは、無

駄とは言いませんけど、どこか１本で効率化で

きるのかなと。そんな見直し等ができるのであ

れば、地図を広げていただいて、県も市町村も

一体となって効率よく対策ができる。そんなこ

とは検討を行う余地はないのか、お尋ねしたい

と思います。

○児玉畜産課長 今御指摘のように、防疫作業

が非常に長期化してきておりまして、作業員の

疲労もかなり大きくなってきておるというふう

に認識しております。したがいまして、防疫の

進捗状況に応じまして、消毒ポイント等の見直

しについては随時検討していきたいというふう

に思っております。

○髙橋議員 よろしくお願いいたします。

次に、職員の健康管理について非常に心配を

するものですから申し上げておきますが、いろ

んな関係機関から応援をいただいております。

そのことに本当に感謝を申し上げるわけであり

ますが、自衛隊についても増員をしていく話も

先ほどからあります。自衛隊の作業内容につい

て教えてください。

○児玉畜産課長 自衛隊の作業内容についてで

ございますが、現在、消毒ポイントでの消毒作

業の実施、あるいは家畜の殺処分が終わった後

の搬出・埋却作業、それから、清掃作業等を実

施していただいております。

○髙橋議員 県の職員の方々を初め、市町村職

員あるいはＪＡ、いろんな方々の疲労こんぱい

を聞きます。県庁の職員でいうと公務災害が10

件ぐらい出ているというようなことも聞きます

し、多分、まだ報告されていない数を含めると

相当な数になるんじゃないかと思うんです。そ

してまた、業務の内容が非常に大変な作業だと

いうことを聞きます。殺処分された後の豚を運

ぶ作業、大変なことだというふうに思っていま

す。食事もとれないという報告も聞いておりま

す。多い人は５回も６回もその作業に従事をし

ていらっしゃる。心身ともに疲れていらっしゃ

る、そのことが十分伝わってくるんです。まだ

殺処分できない数というのが相当あるというこ
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とは、先ほどから報告されています。口蹄疫関

係で７万頭前後ですか、ワクチンを打った後の

殺処分20万頭弱。相当な日数がかかるというふ

うにシミュレーションされていると思うんです

ね。今の体制ではだめだということだと思うん

です。要員を見直さなきゃいけない。ただ数を

ふやして、それがクリアできるのか。自衛隊の

方々の作業の見直しも含めてお願いされたらど

うか。報告があったのは消毒とオペレーターで

すか。それも大事な仕事ですが、オペレーター

は建設作業員の方でもできることですね。やっ

ぱり人海作戦だというふうに思っていますので、

全国から募ってくださいよという声も耳に入り

ます。自衛隊の作業内容も含めて要請できない

のか、お尋ねします。

○児玉畜産課長 今御指摘のとおり、当初の予

想をはるかに上回る勢いで口蹄疫が蔓延してお

ります。防疫作業が非常に長期化しているとい

う状況にございます。５月１日には自衛隊に災

害派遣を要請いたしましたが、通常の災害派遣

とは異なりまして、獣医師や経験者しか担えな

いような作業があるなど、必ずしもすべてを自

衛隊が担えないという状況の中で、県や県外の

関係機関、さらに団体職員と連携して、不なれ

な作業に懸命に従事していただいておるところ

でございます。

一方で、防疫作業員につきましては、たび重

なる動員により疲弊してきている状況も見受け

られますことから、今後さらに国や自衛隊など

と連携しつつ、防疫作業の効率化、加速化を図

っていきたいというふうに考えております。

○髙橋議員 とにかく今、手を打って改善策を

とらない限り、体調不良を訴える職員は続出す

ると思います。県庁の業務がストップします。

ぜひそのことを視野に入れて、頼りは人をしっ

かり出せるところ。もう申し上げませんが、ぜ

ひ強く要請をしていただきたいと思っています。

あと、幹部の皆さんにもお願いをするところ

でありますが、検査結果が出るのが夜遅くなる

ものですから、記者会見もあわせて遅くやって

いらっしゃるんですね。その記者会見が必要な

んでしょうか、毎日。そのことについてお尋ね

いたします。

○上杉農政企画課長 記者会見の件ですけれど

も、記者会見をするのか、または投げ込みとい

うふうにするのかという判断でございますけれ

ども、やはり口蹄疫の影響、関心度合いを踏ま

え、また、マスコミからの要請も踏まえまして、

今、記者会見をやっているところでございます。

時間につきましては、これもよく言われる話で

すけれども、国の動物衛生研究所における確認

の結果が遅くなりますから、その結果を踏まえ

まして、国と同じタイミングで真夜中に行って

いることも多い状況でございます。いずれにし

ましても、御指摘のとおり、長期化をしている

状況で、職員も疲弊をしていますので、その辺

の発生状況などを踏まえまして、引き続き、県

政記者クラブのほうとも協議してやっていきた

いというふうに考えております。

○髙橋議員 ぜひそのようにしていただきたい。

特別な事情があるときには緊急に記者会見が必

要でしょうが、早い時間帯にやって、あとは、

可能な限りファクスで作業を進める、そんなこ

とを工夫していただきたいと思っています。

最後に、知事は就任のときに、鳥インフルエ

ンザでピンチをチャンスに変えた方だというふ

うに私は思っています。しかし、今回どうも元

気がないような気もいたします。畜産農家ある

いは県民に希望の光を与えることが今は大事だ

と思うんです。そのことを、原点に返られてピ
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ンチをチャンスに、ぜひ私たちと一緒に変えて

いきましょう。私の持ち時間はまだありますが、

終わります。

○蓬原座長 鳥飼議員。

○鳥飼議員 残りの時間やらせていただきます。

知事初め、県職員の皆さん、警察本部の皆さん、

大変お疲れさまです。とりわけ農政水産部の皆

さん、大変御苦労さんでございます。感謝を申

し上げたいと思います。

先ほど知事から、49頭につきまして御報告が

ございましたので、その点に関連しましてお尋

ねをしたいと思います。２頭ということでした

けれども、現場からの伝達状況、家畜保健衛生

所が受けた調査の状況について、時系列的にお

話をいただきたいと思います。

○岩﨑家畜防疫対策監 種雄牛49頭の最近の疾

病の状況でございますけれども、当初、４～５

日前ですか、１頭ほど発熱があるという報告が

ございまして、早速―肥育の施設がございま

して、そこは殺処分しておりまして、なおかつ

徹底的な消毒をしていた関係上、そこに１頭を

移して治療しております。抗生物質等を投与し

ましたところ、その１頭については回復という

ことで、一回は安心していたところでございま

す。ところが、これも２～３日前なんですけれ

ども、もう１頭発熱があったということでござ

いまして、これも早急に隔離しまして、その後、

経過観察をしていたんですけれども、残念なが

ら、けさ、出勤した職員が事業団のほうから連

絡を受けまして、水疱等のいわゆる口蹄疫の症

状を示しているというような報告がありまして、

早速、知事等に御報告したところでございます。

○鳥飼議員 わかりました。４～５日前からそ

れらしき疑いが出ていたということですね。口

蹄疫が蔓延しているわけですから、そのことが

恐らく想定できたのではないかというふうに思

っております。そこで、家伝法につきましてお

尋ねをするわけですが、殺処分につきましては、

蔓延防止のために殺処分はできないということ

になっておりまして、この中に口蹄疫は入って

いない、病名の中にはですね。17条には入って

いない。ところが16条には、患畜については、

所有者は当該家畜を殺さなければならないとい

うふうになっておると思うんですけど、その事

実については間違いないでしょうか。

○岩﨑家畜防疫対策監 非常に急性の伝染病、

国際獣疫事務局（ＯＩＥ）で指定しております

リスクＡにつきましては、日本の家畜伝染病予

防法では第16条に規定されておりまして、第16

条１項に「と殺」という項目がございます。こ

れは、口蹄疫等の疑似患畜あるいは患畜等が見

られる所有者につきましては、家畜防疫員の指

示に従ってと殺しなければならないと、マスト

（must）という状況で、いわゆる権限としまし

ては、家畜防疫員に全権委任という形で規定を

されております。

○鳥飼議員 家畜改良事業団の49頭の牛の所有

者はどなたになっているんでしょうか。

○岩﨑家畜防疫対策監 家畜改良事業団の種雄

牛につきましては、県の所有でございますので、

実質知事ということになっております。これは

家畜防疫員が直ちにと殺の指示をしますけれど

も、現在、養豚農家での殺処分が非常に困難を

きわめております。特に埋却場所の選定、一番

多いところで１戸１万5,000頭の養豚農家もご

ざいました。そういう非常に規模の大きな養豚

場での発症豚がいまだにございます。それらの

発症豚をとにかく早目に殺処分したいというこ

とがございましたので、今回、49頭については

数日前までは非常に元気だったものですから、
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とにかくウイルスをたくさん排せつする養豚場

を中心に防疫措置を講じたということでござい

ます。

○鳥飼議員 ５月25日付の「そのまんま日記」、

知事の日誌、ブログでございますが、この中に

「家伝法では、口蹄疫に関して誰も「殺処分」

の命令権を有しない。殺処分を命ずることがで

きるのは、他の家畜伝染病である。「と殺」に

関しては、口蹄疫の場合、その義務を負うのは

家畜の所有者である」というふうに書いてござ

います。これは知事だということになるわけで

すが、これはどういう意味を指しておられるの

でしょうか。

○東国原知事 16条で「と殺」、17条で「殺処

分」という文言、この違いについて私は多くの

専門家に聞いたんですが、専門家も明確に答え

られていない。と殺と殺処分の違いはあれ

ど、16条では、と殺は所有者がしなければいけ

ないということは認識しておりますということ

を、改めて私の日記のほうで書かせていただい

たということです。

○鳥飼議員 知事は、49頭については処分をし

ないでくれというふうに国に言っているという

ことで、テレビ等でもおっしゃっておられまし

た。それで、いろんなところからそういう声が

出てきました。また一方では、それはだめだと

いう畜産関係者の声もございました。ですから、

私は、結果的に人心を大変惑わしたのではない

かというふうに思っておりまして、ここは、責

任論とかいろんなことについては後日になりま

すけれども、指摘だけしておきたいと思います。

終わります。

○蓬原座長 河野議員。

○河野哲也議員 初めに、このたびの口蹄疫の

甚大なる被害に際して、畜産農家を初めとする

被害地域の皆様方に心からお見舞いを申し上げ

るとともに、防疫、処分等にかかわられている

関係者に感謝を申し上げます。

きょうも列車で延岡から南下してきました。

車窓から見える畜産農家の畜舎の姿がありまし

た。真っ白になって、空っぽでした。それを見

たとき、農家の怒り、不安を代弁して訴えられ

るのは、我々議員の役目なのかなというふうに

感じて、きょう来させていただきました。先ほ

どの発言で、法のもとで大臣の行動に問題はな

いのかとありました。県が、問題があるなんて

発言できないと思います。言えるのは我々議員

じゃないかなということで、国の対策本部が現

地で設置されたのは５月17日。これが問題じゃ

ないのかということを非常に我々は感じます。

公明党を初めとして、きょう特措法成立という

ことになりました。公明党も必死に農家の皆様

の不安を払拭するために設置したということで

すが、これは遅きに失していると私自身、断言

したいと、そのように思います。少しでも農家

の皆様の不安を払拭するために、幾つか質問さ

せていただきたいと思いますが、さまざま質問

が出ましたので、私のほうは絞ってさせていた

だいて、余った時間は長友代表のほうに譲りた

いと、そのように思います。

ワクチン接種について再度確認しますが、接

種の進捗状況をお答えください。お願いします。

○岩﨑家畜防疫対策監 ワクチンの接種状況で

ございます。５月27日時点におきまして、ワク

チン接種対象になったものが、戸数で1,018戸、

頭数で12万5,38 5頭でございます。そのう

ち1,006戸が終了しております。頭数にしまし

て12万4,877頭が接種済みでございます。頭数

ベースの接種率でいきますと、牛で99.1％、豚

で100％となっております。現在、未接種農家
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が12戸ございますけれども、現時点ではワクチ

ン接種に対する同意が得られておりません。今

後引き続き、ワクチン接種への理解を求めてい

きたいというふうに考えております。

○河野哲也議員 私も農家から、ワクチン接種

のことで御意見をいただいたんですけど、対象

農家に対して、ワクチン接種の推進というんで

しょうか、お願いをどのように説明されたか、

もし説明できるようだったらお願いします。

○岩﨑家畜防疫対策監 対象農家への説明でご

ざいますけれども、21日にワクチンの接種が決

定されております。その時点で関係市町村の畜

産主務課長さんに参集いただきまして、午後７

時から約３時間ぐらいかけまして説明会を開い

ております。その中で、市町村の畜産担当者か

ら、ワクチン接種前日に２つの項目をお願いし

ております。まず１つが、ワクチン接種家畜に

ついては殺処分の対象になるということ、２番

目としまして、殺処分に伴い発生します経営上

の損失については、国の事業により支援される

ということを、接種対象農家に対して説明を行

っていただきたいということでお願いをしてお

ります。

○河野哲也議員 ２つ目の部分で非常に理解に

差があるというか、そういう部分がどうしても

出てきているようでした。農家の方々の気持ち

は、蔓延防止のために自分が犠牲になると。そ

の思いはあった上で不安を払拭するということ

に努力していただきたい。まだ牛のほうも残っ

ているということで、どうかよろしくお願いし

ます。

早期出荷について確認をさせていただきます。

国は、緩衝地域（10キロ～20キロ）を促進する

ために早期出荷を推進しています。先ほども確

認されていましたが、県内のこれに対応する処

理能力を確認したいと思います。

○児玉畜産課長 搬出制限区域で飼育されてお

ります家畜の早期出荷につきましては、ミヤチ

クの都農工場と南日本ハム工場で処理する予定

でございます。この２つの工場の処理能力につ

きましては、牛で１日60頭、豚で１日1,620頭

程度というふうになってございます。

○河野哲也議員 南日本ハムのほうは牛は処分

できないんですよね。

○児玉畜産課長 はい。豚だけです。

○河野哲也議員 先ほど答弁の中で、３カ月で

処理が済むのではないかということをおっしゃ

ったんですが、私たちがつかんだ情報によると、

もうちょっとかかるということで考えているん

ですけど、その３カ月の根拠をお願いします。

○児玉畜産課長 早期出荷の対象の頭数が、先

ほど申しましたが、牛・豚合わせて約7,700頭

というふうに推計しております。それでいきま

すと、約３カ月というふうに考えております。

○河野哲也議員 豚が３万ちょっといくんじゃ

ないかと、僕たちは情報を得ているんですが、

これは処分されない、出さない豚が存在すると

いうことで考えていいんでしょうか。子豚とか

そういうことでしょうか。

○児玉畜産課長 食肉出荷に向かないような規

格外のものにつきましては、化製処理等も考え

ておりますので、そちらもあわせて実施してい

く予定でおります。

○河野哲也議員 ということは、規格外の家畜

関係も、別の方法で処分しなきゃいけないとい

うことですね。その能力は県内にあるんでしょ

うか。

○児玉畜産課長 １日当たりの能力が今、手元

にございませんので、後で御報告をさせていた

だきたいと思います。
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○河野哲也議員 スピード感を持ってというこ

とであるならば、そういうところをしっかりと

対処をお願いしたいと思います。

幾つかあるんですけれども、飛ばします。最

後に早期出荷について、ＢＳＥ全頭検査も同時

進行で行われると思うんですが、この検査員等

は不足していないのか、スムーズにいけるのか、

確認をしたいと思います。

○高橋福祉保健部長 ＢＳＥ全頭検査について

でございますけれども、現在閉鎖しております

ミヤチク都農工場以外の屠畜場におきましては、

通常どおりＢＳＥ全頭検査を滞りなく実施して

いるところであります。今後、ミヤチク都農工

場が再開されましても、ＢＳＥ全頭検査などの

屠畜検査業務に支障のないように、新たに獣医

師である嘱託検査員を任用するなど、対応でき

る体制を整えております。以上でございます。

○河野哲也議員 最後にします。先ほど答弁の

中で、支払いが滞っている者に関しては、猶予

または免除という措置をとっていただけるとい

うことがありました。ぜひ農家の方々が不安の

ないように―それが情報不足という部分がよ

く聞かれます。あらゆる情報の手段を使って安

心していただけるような報告をお願いしたいと

思います。

それと、被害畜産農家に関して、きょうの新

聞にありましたけど、再建を決意している農家

と廃業を考えている農家が存在します。廃業を

考えている農家への生活支援、これをしっかり

と手を打っていただきたいという要望にかえて、

長友代表に譲りたいと思います。

○蓬原座長 長友議員。

○長友議員 畜産業を再開するに当たっても、

繁殖牛では最低３年ぐらい、肉用牛で２年、養

豚で１年ぐらいはかかるということなんですけ

れども、しかし、実際、繁殖牛にしても、さら

にそれから第１子、第２子、第３子ぐらいとっ

て初めて利潤も出てくるわけですから、軌道に

乗るためには大変な年限、６～７年かかるんじ

ゃないかというふうに思っております。特措法

で1,000億円の基金がつくられました。しかし

ながら、これも時限立法ということであります

ので、これは補償ということでできるだけ頑張

って進めていかなくてはいけないと。これは県

当局も議会としても、もらい災害みたいなもの

ですから―激甚災害という声もありますけれ

ども―補償という形で国と渡り合っていかな

くちゃいけないだろうと思いますけれども、ど

ういう方策を考えておられるのかお尋ねします。

○押川農政水産部農政担当次長 我々といたし

ましては、ワクチンの問題、殺処分の問題、緊

急性を要するというようなことで現在まで対応

させていただきました。市町村の首長さんあた

りも理解していただきまして、ワクチンをやる

という状況までになってきたところでございま

す。しかしながら、先ほどから知事も申し上げ

ておりますように、1,000億でも足らないんじ

ゃないかというような状況で、我々は、農家が

求める補償、そういったものはまだまだ足らな

いんじゃないかというところもあるというふう

に考えておりますから、これからいろんな御意

見を伺いながら、そういったところを国に要望

していくということで対応してまいりたいとい

うふうに考えております。

○長友議員 時限立法ということですから、こ

の問題が決着するまで、一生懸命、議会も行政

も取り組んでいかなくちゃいけないだろうとい

うふうに思います。

それから、間接的な被害ですけれども、本当

にささいなことですけど、運動会が延期になっ
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たということで、地域経済にどれだけ影響する

か、商店街に影響を与えるかというと、数百万

円なんです。それから、競りがなくなったこと

によって、だんご屋さんが大変な経営難に陥っ

た。なぜか。競りはお祝いですから、それが何

カ月にもわたってとまるということは、そうい

う注文が全部だめになってくるということで、

そういう被害も出てきております。都農のブド

ウ農家は、北海道と契約をしておりましたけれ

ども、数百万円の契約が向こうから断られてき

たということで、泣きの涙というか、どうしよ

うかということで大混乱をしていると。さまざ

まな間接的な被害が出てまいるわけですね。こ

のあたりに関しても、どれだけ支援がしていけ

るかということを考えてもらいたいと思います。

次に、融資についてですけれども、融資にし

ても、かなり借金をした中でさらなる融資とい

うことになりますと、これは大変なことになり

ますので、その据置期間―もちろんこれは無

利子ということでありましょうけど―こうい

うものも金融機関とも話し合った上で、長期に

できるような制度も考えてもらいたいと思いま

すけれども、これについてはどういうふうな考

え方を持っておられるのかお尋ねします。

○井上営農支援課長 口蹄疫が発生しまして、

借入金の償還が厳しくなるというようなことも

予想されましたので、４月22日付で、農業制度

資金を融通しておりますＪＡ、市中銀行等の金

融機関に対しまして、償還期限や据置期限の延

長などの償還緩和措置を依頼しております。ま

た、県が直接貸し付けております農業改良資金

につきましても、返還猶予の措置をとっている

ところでございます。

○長友議員 １つ１つ細かに見ながら、打てる

だけの手を打っていっていただきたいというふ

うに思います。

次に、前後しますけれども、防疫問題ですが、

口蹄疫の発生状況を見ますと、アフリカから中

東、インド、タイ、そして中国、韓国―特に

中国、韓国等でＯ型が発生しているという状況

であるわけです。人、物の出入り、空港、港、

この辺の防疫はどうだったんだろうかという疑

問もあるわけです。これは先の話になりますが、

この辺についても見直しをお願いしたいと思い

ますけれども、それはどう考えておられるのか

お尋ねします。

○岩﨑家畜防疫対策監 空港あるいは港―こ

こは日向の細島港なんですけれども―外国船

なり、あるいは台湾、韓国から入ってきます飛

行機につきましては、消毒マットを設置いたし

まして、外国から入って来られる方の消毒等に

ついては徹底をしてきたところでございます。

○長友議員 今後のことですけれども、とにか

く最大の防疫をお願いしておきたいと思います。

最後になりますけれども、埋設処理した後の

環境問題、これは大変なことになろうかと思う

んです。使用前・使用後という言葉では片づけ

られませんけれども、きちんとそういう実態を

把握した上であらゆる手だてをしてもらいたい

と思います。このことについて基本的にどうい

う考えを持っておられるのかお尋ねします。

○押川農政水産部農政担当次長 今までにつき

ましては、環境的なものについては、消臭とか

そういったものに対しては配慮が足らなかった

なという感じは持っています。今、国のほうと

もそういう点を協議いたしまして、例えばアル

キルを使った中で消臭をやろうかとか、炭を使

って消臭をやろうかというような話を、今、具

体的な対策を打とうとしております。そういう

中で対応してまいりたいというふうに考えてい
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ます。

○長友議員 まず、とりあえず終息ということ

が一番大事ではなかろうかということだと思い

ますので、本当に大変でしょうけれども、全力

を挙げてお願いしたいと思います。

○児玉畜産課長 先ほど化製処理の能力を聞か

れたわけでございますが、豚につきましては１

日約2,000頭、牛につきましては１日約50頭の

能力を有しておるということでございます。

○蓬原座長 前屋敷議員。

○前屋敷議員 共産党の前屋敷です。連日、職

員の皆さんの対応、本当に御苦労さまです。そ

して、どうぞ引き続き、被災農家の皆さんの再

建、また影響を受けている関連業者の皆さん方

の再建のために御尽力いただきますよう、よろ

しくお願いをしたいと思います。

時間も限られておりますので、早速質問した

いと思いますが、今回の口蹄疫の問題で改めて、

防疫体制や危機管理の体制がいかに重要である

かということが明らかになったと思います。こ

のことをぜひ教訓にしていただきたい、このよ

うに思います。

そして、今回の補正で９億円の防疫体制の経

費が増額をされ、また新たな防疫対策費も措置

をされておりますけれども、だんだん発生が少

なくなってきている状況でありますが、依然と

してまだ発生が続いているという点で、この防

疫体制の現状について聞かせていただきたいと

思います。

○児玉畜産課長 口蹄疫緊急防疫対策事業につ

きましては、家畜伝染病予防法に基づきます防

疫措置として初動防疫や蔓延防止のための対策

を実施しておるところであります。初動防疫対

策につきましては、防疫資材の購入であるとか、

重機のリースなどに要する経費を措置したもの

であります。また蔓延防止対策につきましては、

消毒ポイントの運営とか農家への消毒薬の配付

などに要する経費を措置したものでございます。

以上であります。

○前屋敷議員 防疫という点では、消毒の徹底

も確かに重要でありますけれども、やはり早急

な埋却というのが必要になると思います。もう

既に埋却地の確保については多くの方々から御

質問が出されましたが、今新たに行おうとして

いる公社の土地の買い上げの点ですけれども、

この買い上げについては、農家と自治体が協力

して土地を見つけると。そこに県も積極的に加

わって、土地の確保を急がなきゃならないと思

います。そして、この制度を見ますと、国の制

度で、国が買い上げるということになろうかと

思うんですけれども、最終的には、この土地を

数年後には売却して、それで返済金に充てると

いう仕組みのようにもなっていると聞いており

ます。最終的には、やはり国が責任を負うとい

う形のものが必要である、そこを担保にして積

極的に土地の確保に努めていただきたいと思い

ますが、制度のことも含めて、県のかかわり方

を教えてください。

○山内地域農業推進課連携推進室長 今回、農

地保有合理化事業を活用した埋却地の確保につ

きましては、御指摘のとおり、埋却地を早急に

確保して迅速に対策を進めるというのがねらい

になってございます。事業の仕組みといたしま

しては、国の特別会計からの資金を、全国農地

保有合理化協会のほうから県の農業振興公社が

借り入れまして、埋却後の土地を買い上げると

いう仕組みにしてございます。

先ほど国のほうが買い上げるというお話があ

りましたけれども、この制度自体は国からの無

利子の融資を受けてございますので、最終的に
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は農業振興公社のほうが国にこの資金を償還す

るという形になっております。償還の仕方とい

たしましては、今回買い入れいたしました埋却

地を―そのままの形でということはあれなん

ですけれども―再生整備を図ることによりま

して、次の担い手の方々へ売り渡しを行うこと

で地域の農地資源を守っていこうと、そういう

仕組みでつくっておる事業でございます。

○前屋敷議員 埋却地の処分について、最終的

にすべてが活用されるということを担保されな

いわけですから、そういった点では、最終的に

は国が責任を負うようなものにならなければな

らないんじゃないかなというふうに思います。

これは制度のことですので、いろんな制度の不

備もあろうかと思いますけれども、今後の課題

だと思いますので、指摘をしておきたいと思い

ます。

それから今回、殺処分した家畜の評価額の差

額の５分の１相当が手当てをされるということ

で50億円、この分は特別交付税で措置されると

いうことになっております。しかし、当面は県

の財調などを取り崩して使っていくわけですか

ら、早急な手当てが必要だというふうに思いま

す。国はどのスピードでこの特交を県のほうに

支出をするのか、それがわかっていたら教えて

ください。

○稲用総務部長 発生農家に対する手当金の差

額につきましては、５月19日に国の口蹄疫対策

本部で決定されました「新たな防疫対策につい

て」におきまして、殺処分の評価額と手当金の

差額を宮崎県が負担した場合に特別交付税を措

置すると明記されております。また総務大臣も、

この点について国会答弁や記者会見におきまし

て明言されているところでありますので、全額

措置されるものと考えております。

なお、今回のような特殊財政事情に係ります

特別交付税の措置につきましては、基本的に３

月分で対処されるところでありますが、今年度

は12月分で対処していただくということになっ

ております。

○前屋敷議員 わかりました。ぜひ早急な対応

を求めていただきたいと思います。

それから、この評価に当たってですけれども、

農家の再生産可能な評価額になることが必要だ

と私は思っているんです。それで、何としても

この評価額を農家の皆さんが納得できるような

ものにするために、前の方々の質問にもありま

したけれども、この評価人の中に農協の方が入

っていらっしゃるということでしたか、この方

々が農家の皆さんの気持ちを代弁しつつ評価を

されると思うんです。そこのところを、農家の

立場に立てば、しっかりと担っていただきたい

ということがあるんですけれども、その辺はど

うなんでしょうか。

○児玉畜産課長 評価人につきましては、家畜

防疫員、それから市町村の職員、そしてＪＡ等

の職員の３名以上というふうにしております。

生産者代表という形でＪＡ等の職員が入ってお

りますので、ある面、農家の代弁者ということ

になるのではなかろうかと考えております。

○前屋敷議員 ぜひ、農家の皆さんの気持ちが

この評価にあらわれてくるように努力をしてい

ただきたいというふうに思います。

それから、この手当が早急に農家の皆さんに

渡っていく、手当てされることが何よりも大切

ですので、この評価もスピーディーに進めてい

ただきたい、このように思います。これは要望

しておきたいと思います。

それから、さまざまなところに影響が出てい

る方々への支援の問題ですけれども、私ども５
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月19日に政府５省と交渉いたしました。もちろ

ん、５分の１は全額国が持つ、特交で見るとい

うことでしたけれども、そのほかの、県が積極

的に独自で支援する分については、この特別交

付税の枠内に入れる、負担割合は別としてもそ

の対象にするという回答もいただきましたので、

県民多くの皆さん方に影響を及ぼしているわけ

ですから、積極的に受けとめて支援をするとい

う立場で動いていただきたい、このことをお願

いしたいと思います。

○蓬原座長 終わりですか。

○前屋敷議員 その点について今後の対応策を

回答いただいて、終わります。

○永山農政水産部参事（口蹄疫対策担当） し

っかりと対策を組み立てて……。ただ財政的に

非常に厳しいですから、国に要求すべきものは

しっかり要求しながら進めていきたいというふ

うに思っています。

○蓬原座長 次は、武井議員。

○武井議員 愛みやざき、武井俊輔でございま

す。時間もありませんので、早速質疑に移らせ

ていただきます。

防疫の強化についてでございます。野生鳥獣

については、午前中、黒木議員からもありまし

たので割愛いたしますが、発生地域、順番等考

慮いたしますと、ネズミ等の小動物、ハエ、こ

ういったものがキャリアになっているというこ

とが非常によく言われております。こういった

ものの対策について伺います。

また、非常に意見が分かれておりますが、空

気感染というものはあるのかないのかというこ

とについて、現段階で県としてはどのような見

解を持っていらっしゃるか、お伺いをいたしま

す。

○井上営農支援課長 まず、ネズミについての

御質問にお答えさせていただきます。議員御指

摘のとおり、先般開催されました国の第13回牛

豚等疾病小委員会におきまして、「ネズミ、野

生動物等による口蹄疫ウイルスの拡散防止を徹

底する」というような意見が出されております。

野生鳥獣対策については、午前中もお話ししま

したが、これまでもさまざまな対策を進めてい

るところです。特に今後は、ネズミ等の小動物

につきましても、畜舎周囲や出入りが予想され

る経路等への消石灰の散布等によりまして、ウ

イルスの拡散防止に努めてまいりたいというふ

うに考えております。

○岩﨑家畜防疫対策監 空気感染があるかとい

うことでございますけれども、これは感染経路

究明チームの意見をまちたいというふうに考え

ております。今、防疫作業上お願いしているの

は、生きた家畜の移動の禁止、それから人、物、

車等の消毒の徹底、あるいはそれらの移動の自

粛等々をお願いしておりまして、空気感染につ

いては、専門家の意見をまちたいというふうに

考えております。

○武井議員 次に移ります。先ほど河野議員の

ところで、ワクチン接種に同意していない農家

が12軒ということでありましたけれども、説得

をしても最終的に同意がなされない場合の措置

というのをどのように考えていらっしゃるか。

また、その場合の説得等については国が行うの

か伺います。

○岩﨑家畜防疫対策監 口蹄疫ワクチンの接種

につきましては、非常に緊急を要するというこ

とから、即時強制に位置づけられておりまして、

家畜の所有者の意思に反して接種を行うことが

認められておりますけれども、実際には、必要

性を何回も何回も説明しまして、口頭での同意

を得てから接種を行っているような状況でござ
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います。

説得につきましては、家畜防疫員のほうで行

っております。

○武井議員 次に移ります。これも前からお話

をしていたんですが、児湯郡については、大動

脈である10号線が縦貫しているということが非

常に防疫上のネックになっているということは

言われておるんです。交通センサス等を見ます

と、約７割近くは宮崎と日向・延岡間の通過交

通であるようなんですが、例えばＪＲ九州あた

りと協力をして、不要不急な移動、特に自家用

車の移動は極力電車で移動するとか、そういっ

た協力を求めていくということはできないのか、

お伺いをいたします。

○山下県民政策部長 ５月18日に出しました非

常事態宣言の中で、不要不急の外出は控えるこ

と、あるいは一般車両を含めて車で移動する場

合は必ず管内の消毒ポイントで消毒を受けるこ

と、こういったことをお願いしておるところで

ございます。ＪＲ九州に対しましては、感染拡

大を防止するという観点から、駅への消毒マッ

トの設置等を依頼していたところでございます。

当然、これは設置をされておるところでござい

ます。御指摘のＪＲを使ったほうがいいのでは

ないかという誘導に関しましては、これは大量

交通、大量輸送機関でございますので、そこで

当然人の交差が起こり得るという面もございま

す。その点を考えると、そちらのほうに誘導す

るといったようなことはしておりません。

○武井議員 通過交通、自家用車を減らしてい

くということは非常に大事ではないかと思いま

すので、引き続き検討をお願いしたいと思いま

す。

続いて、国の対策本部との連携についてお伺

いをいたします。例えば、ワクチン接種の情報

なども含めて、国からの情報というものがふく

そうしたり錯綜したりしている中、先般も赤松

大臣から突然、１頭60万円なんていう情報が出

て、非常に現場が混乱するといったような状況

もございました。国との連携について、本部と

の連携、また情報の共有、情報の提供のあり方

等について、知事の見解を伺います。

○東国原知事 口蹄疫のように極めて伝染力の

強い家畜伝染病の蔓延防止を図るためには、国

が実施している感染経路の早期の究明など、速

やかに情報を提供していただくことは非常に重

要なことだと考えております。ついては、今後

とも、国に速やかに情報提供していただくよう

要望して、また連携を密にしていかなければい

けないと考えております。

○武井議員 ぜひよろしくお願いします。

次に移ります。家畜疾病経営維持資金につい

てお伺いをいたします。国は300億円の経費で

取り組んでいるわけなんですけれども、結局は

県や市町村の利子補給があって初めて、この資

金は回っていくわけなんですが、そこがネック

になって活用ができていないという声も非常に

受けます。また、市町村によっても事務処理に

差が出ているようです。迅速に支給できる体制

を整える必要があると考えますが、見解をお伺

いいたします。

○児玉畜産課長 第１次の補正におきまして、

経営の再開とか継続に必要な家畜疾病経営維持

資金の優遇を措置したところでございます。こ

の資金は、融資機関のプロパー資金を原資にい

たしまして、原則無担保、無保証といたしまし

て国、県と市町村の金利負担で無利子化を図り、

基金協会の準備積立金を強化するなどいたしま

して、融資枠100億円を措置したところであり

ます。県の利子補給の仕組みにつきましては、
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従来の畜産特別資金と同様の仕組みになってお

りますが、資金活用に際し、ふぐあい等があれ

ば改善していきまして、早急な融資ができるよ

うに努めてまいりたいというふうに考えており

ます。

○武井議員 続いて、非常事態宣言についてお

伺いをいたします。今まで出ておりますとおり、

さまざまな業種業界に大きな影響を及ぼしてお

りますが、県にいろいろとそれについて意見を

聞きますと、先ほどもありましたが、あくまで

もお願いベースという答えが出てまいります。

県はこれを発出するに当たってどの程度影響等

を予測しておられたのか。また、現在の状況は

それと比べてどうなのか、お伺いをいたします。

○東国原知事 先ほども答弁させてもらったと

おり、非常事態宣言というのは、一刻も早く感

染拡大をストップさせるということで、苦渋の

決断といいますか、やむを得ずとった措置でご

ざいます。その内容は、理解と協力を求める、

県民の皆様に広く自主的に協力を願うという意

味で、強制力を持つものではありません。それ

は宣言文のとおりでありますが、県民生活に多

大な影響を与えるということは十分に予想でき

ました。それも宣言文に書いてあると思います

が、今回、予想あるいはそれを上回るような、

他産業や県民の生活、あるいは観光等あらゆる

場に影響を及ぼしているということは、非常に

心苦しく、本当に申しわけないと思っておると

ころであります。

今回、抜本的な対策としてワクチン接種とい

う苦渋の選択をしましたが、今なお制限区域内

では拡大がとまらない状況でありますので、な

お一層、県民の皆さんに御理解をいただきまし

て、御協力を賜りたいと考えているところであ

ります。

○武井議員 非常事態宣言の中で、もはや現状

は、夏を過ぎて秋のイベントをどうするかとい

ったような議論もあちこちで出ております。で

すから、どこかの段階、例えば発生がおさまっ

て埋却が終了した段階、国の安全宣言がまだ出

る前でしょうけれども、こういったところで宣

言の中で、イベントの自粛とか、この部分だけ

一部を解除するとか、そういった選択というの

は考えられないのか、お伺いをいたします。

○押川農政水産部農政担当次長 防疫の進展状

況によって、催しとかについては十分検討して

まいりたいと考えておりますし、我々としては

一刻も早く防疫を終了させたい、そういう対応

をしてまいりたいというふうに考えております。

○武井議員 もちろん、いろいろと対応は出て

くるだろうと思うんです。今回、いろんな話を

執行部ともさせていただく中で、例えば、この

業界に対応するとこっちとの整合性がといった

ようなことで、「対応はできません」なんてい

う答えもあったりもしたんですが、改めてお伺

いをします。非常事態宣言を出した当事者とし

て、それぞれの部、それぞれの課で影響に対し

てきめ細かく対応していただきたいと思うんで

すが、改めてそれについて知事の御見解を伺い

ます。

○東国原知事 何度も申し上げますとおり、県

民生活に多大なる影響を及ぼしていることは事

実でございます。これは全庁挙げて各部横断的

に対応していきたいと思いますので、今後とも

御理解、御協力をお願いしたいと思います。

○武井議員 続いて、県税の猶予について伺い

ます。県は、口蹄疫の影響による損害が著しい

方についてということで規定をしております。

これについて相談に行ったけれどもなかなか認

定されなかったという話も聞くんですが、例え



- 57 -

ば、業種ごとに売り上げがどの程度とか、どの

範囲で減少したとか、そういうものを規定して

いるのか。どの程度で著しいと判断をするのか

お伺いをいたします。

○稲用総務部長 著しい損失ということにつき

ましては、基本的には前年度との比較によりま

して、例えば利益が30％以上落ち込んだとか、

そういうことを基本としております。

○武井議員 先ほどからあるとおり、あらゆる

業界に影響が出ているわけです。例えば自動車

税ですけれども、５月末ですが、県全体として

影響が出ているわけですから、一定期間、延滞

金を免除するとか猶予するとか、そういった対

応が全県的にできないか、お伺いをいたします。

○稲用総務部長 徴収の猶予等の取り扱いにつ

きましては、やはり今回の口蹄疫によって影響

が出た方というふうに限るべきだと思っていま

す。殺処分対象になったとか、移動制限、搬出

制限の対象になった農家の方々、そのほかにも、

先ほどありましたように、著しい損失を受けた

方につきましても、徴収の猶予とか分割納付と

いうようなことについて応じております。影響

を受けている事業者の方といいますのは、観光

業とか運輸業とか飲食業とか、幅広い業種の方

について考えておりますので、現在、そういう

ことで御相談に応じているところであります。

○武井議員 最後の質問といたしますが、報道

機関のヘリコプター取材について、非常に苦情

が来ております。防疫作業への影響、畜産農家

への心理的影響等が挙げられます。現場の目張

り等も意味がないということになりますが、取

材におけるヘリの規制がどのようになっている

か、最後にお伺いをいたします。

○上杉農政企画課長 ヘリの規制につきまして

は、かねてよりこちらのほうから、マスコミ、

各取材の会社に対しまして、自粛は要請してい

るところでございます。

○武井議員 終わります。

○蓬原座長 坂口議員。

○坂口議員 それではまず、早期出荷に関して

ですけど、今回、家畜を４類別してから公表さ

れていますね。その中で、今回の株のタイプで

最も感染しやすい、例えば豚からとか、４つ順

位を並べたときにどうなりますか。

○岩﨑家畜防疫対策監 科学的根拠でいきます

と、牛のほうが感染しやすうございます。本県

の発生も、最初は牛から豚にいっておりますの

で、感染のしやすさからいけば、牛のほうが早

いということになっています。

○坂口議員 東南アジア型は豚が圧倒的に早い

ですよね。だから今回、それは言い切れないと

思う。ただ、爆発は豚ですよね。そうなったと

き、都農工場で牛を先にやるということだけど、

この理由は何なんですか。

○岩﨑家畜防疫対策監 我々としましては、牛

と豚は全く同列で考えております。ただし、豚

が10キロの中に実際いない状況です。養豚農家

がほとんど感染しておりまして、それに見合う

だけの……。

○押川農政水産部農政担当次長 我々といたし

ましては、早期出荷につきましては、まず豚を

中心にやっていこうというふうに考えています。

というのは、一たん感染しますと、非常にウイ

ルスの排出量が大きい、影響が大きいというよ

うな点も踏まえ、そしてまた、もし入った場合

にいち早く対応するという形をとりたいと考え

ております。まずは豚から、できるだけ頭数を

減らしておきたいと考えておりまして、ミヤチ

クなり南日本ハムさんを利用させていただこう

というふうに考えております。
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○坂口議員 僕の聞き違いかしらんけど、都農

は牛をやると。さっきの答弁、聞き違いかな。

どんなですか、これは確認して……。時計とめ

てください。

○押川農政水産部農政担当次長 お答えいたし

ます。

牛の処理能力は60頭から70頭でございます。

牛も同じような形で一緒に並行してやりますけ

れども、豚は、先ほど申しましたように1,620

頭の処理能力でまいりますから、牛と豚で並行

してやっていきたいというふうに考えています。

○蓬原座長 確認が要りますか。それはだれの

質問に対する答弁だったんでしょうか。

○坂口議員 あそこはＨＡＣＣＰ対応ですよね。

同時進行できんでしょう。施設も使えんでしょ

う。それなら豚をまずやるべきだと思うんです

けど、どうですか。

時間がもったいないんだけど……。感染はど

ちらが早いかわからないです。でも、現実的に

は牛の繁殖が一番遅いです。肥育と豚が同じく

らいとなっている。そんな中で、ウイルスの増

殖は100倍から2,000倍豚が速い。しかも、10個

付着したらすぐ増殖していって１日４億個から

発散される。このブレークをとめるのがまず緩

衝地帯の一番の目的で、僕は豚を優先すべきじ

ゃないかと考えるんですけど、考えを変える気

はないですか。今のとおりにいきますか、牛と。

○押川農政水産部農政担当次長 先ほど申しま

したように、私は豚を優先してまいりたいとい

うふうに考えております。

○坂口議員 ぜひそうしてほしいと思うんです。

それから次に、ワクチン問題ですけれども、

まず、今回ワクチンを接種した家畜というのは

患畜になるのか疑似患畜になるのか、それとも

清浄な家畜になるのか、この中のどれに当ては

まるんですか。

○岩﨑家畜防疫対策監 清浄畜です。

○坂口議員 清浄畜が殺処分されるというのは

……。

では、清浄畜で、ワクチンの効果がこれだけ

拡大をぱっととめるのなら、何で早い時期にワ

クチンをやらなかったのか。ワクチンを使うの

に何か問題があったんですか。

○岩﨑家畜防疫対策監 口蹄疫のワクチンにつ

きましては、まず一番は、清浄国に復帰する場

合の条件としましては、ワクチンの接種につい

ては非常に慎重にやらざるを得ないということ

と、あわせて、感染は防げません。あくまでも、

発症は防げますけれども感染は防げないという

こともあって、ワクチン接種家畜がキャリアに

なる可能性が十分ございますので、その２点で

慎重を期したということでございます。

○坂口議員 整理すると、抗体なんかの進化の

関係とかで長期キャリアができるということ。

偶蹄類を考えているけど、反すう類とかキャリ

アとして発症しない感受性の高い動物がたくさ

ん野にいるということです。それから、今言わ

れたように清浄国宣言、これがなかなか大変。

この間にどういう影響を今後、我が国の畜産、

あるいは宮崎の畜産に与えると予測しておられ

るのか。

○岩﨑家畜防疫対策監 我々が清浄国復帰で一

番懸念をしておりますのは、南米等のいわゆる

口蹄疫の発生国からの牛肉の輸入―これは衛

生条件で、今までは防疫上拒否しておりました

けれども、それが非常に厳しい状況となってお

ります。

○坂口議員 それと、今回のワクチンの輸入先

がどこなのか。それから、今、カードが切れな

くなったと言うけど、我が国の肉はそのことに
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よって今度は輸入、輸出の状況が変わるわけで

す。それが最終的に価格、農家の経営にどうい

う影響を今後与えていくと予測されているのか。

○岩﨑家畜防疫対策監 今回ワクチンを打ちま

した13万頭につきましては、速やかな殺処分で

対応していきたいというふうに考えております。

ＯＩＥは、ワクチンを打って３カ月後には、そ

れが証明されますと清浄国に復帰ということに

なりますので、早急な殺処分と清浄国復帰にし

たいと考えております。

○坂口議員 そうなると、ワクチンの信頼度で

すけれども、これは抗原、抗体の関係でかなり

進化している。この中でワクチンの信頼度とい

うのをどれぐらい見ておられるのか。

○岩﨑家畜防疫対策監 今回のウイルスにつき

ましてはＯタイプでございます。今回使ってお

りますワクチンにつきましては、三種混合とい

うことで、アジアンタイプとＯタイプとＡタイ

プの混合でございまして、相関率でいきます

と80数％というふうに聞いております。

○坂口議員 輸入先、さっきの答弁漏れ。

○岩﨑家畜防疫対策監 今承知しておりません。

○坂口議員 やっぱり東南アジア方面からのＯ

タイプというのは、信頼度がそこまであるかな

と疑問なんですけれども、それはここで議論す

ることじゃないからですね。

それで、今のでワクチンから清浄に本当に宣

言できるか、ワクチンやったところで今後何が

起こるかというのが100％じゃないということ

と、先ほど言いましたように野外感染ですよね。

これで長期キャリア化―発症するんじゃなく

てキャリアになる。だから宿主になるのが、こ

の地域で考えたとき、どういった野生動物がど

の程度いるのか、それはどうなっているんです

か。

○岩﨑家畜防疫対策監 野生動物につきまして

は、基本的には環境森林部のほうで積極的な捕

獲に努めていただいております。あわせて、今

回のワクチンの接種対象農家、牛、豚プラス、

ヤギ、羊等の飼養者がかなり出てきておりまし

て、それらについてはワクチン接種の対象とし

て接種を行っているところでございます。

○坂口議員 答弁漏れが２つあるんです。今後

の我が国の肉の価格をどう見ておられるのかと

いうことと、キャリアになる野生動物はどんな

のがいるのか。

○岩﨑家畜防疫対策監 キャリアにつきまして

は、偶蹄類―これはすべての偶蹄類で感受性

がございますので、本県では、野生のイノシシ

が一番キャリアになる。キャリアにならないよ

うな形で対応していきたいというふうには考え

ております。

○坂口議員 違う、時計とめて。僕はそんなこ

と聞いていない。

○蓬原座長 しばらく時計をとめます。

ちょっとそこで、今の質問と回答の整理をし

てください。

○坂口議員 感染対象の動物じゃなくて、長期

間宿主化する動物域の中に、どういったものが

ここらでいるのかということを聞いているんで

す。だから、人間もキャリアになり得ると言っ

ているでしょう。それも長期間にわたってウイ

ルスを、宿主になって体内に持つ、あるいは体

に付着させる動物にどういったのがここらに野

生としているのかということです。

○蓬原座長 まだとめてありますから、回答を

よく吟味して……。

では、再開します。

○岩﨑家畜防疫対策監 申しわけございません。

いわゆる受動的なキャリアということで、人で
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いけば、もちろん成書からいきますと７日間が

一応キャリアになると言われております。あと

衛生害虫あるいは野生鳥獣等については、これ

も受動的なキャリアということでいきますと２

～３日かなというふうには考えております。正

確な日数は把握しておりませんけれども、少な

くとも人については、７日間は、発生農場で従

事された方につきましては自粛をお願いしてい

るという状況でございます。

○押川農政水産部農政担当次長 ２つほどお答

えしたいと思います。

前回、宮崎県で口蹄疫が発生したときに、枝

肉価格、子牛価格につきましては、全国的に見

ても下がっておりません。むしろ、次の年に発

生しましたＢＳＥの影響が非常に大きかったと

いうふうに考えております。ですから、今回も

そうかと言われると、我々は、絶対そういうこ

とはないだろうというふうに考えています。と

申しますのは、例えば４月20日に口蹄疫が発生

したという状況の中で、小林で競りが開催され

ておりました。あそこでも購買された牛が係留

されております。それほど全国的には非常に敏

感に思われているという状況がございますから、

宮崎県から、例えば子牛、枝肉を今後持ち出す

に当たっては、本県の枝肉なり子牛価格は非常

に大きな影響を受けてくるだろうと考えており

ますので、この対策もしっかりとっていかなき

ゃいけないというふうに考えております。

また、野生の感染動物は、イノシシ、シカ、

こういったものが想定できます。そのほかネズ

ミとかも想定できますけれども、偶蹄類はかか

っても退化してしまうというようなことがござ

いますから、野生動物がかかってしまうと、非

常に危険な状態が本県に常態するという形にな

ります。我々としては、そういうものを防ぎた

いというような状況もございますから、一刻も

早く埋却作業に邁進したいと考えております。

また、イノシシ、シカ、こういったものの検査

もあわせて行っていきながら、絶対そういうも

のにうつっていないという状況も確かめながら

対応してまいりたいというふうに考えておりま

す。

○坂口議員 ですから、ワクチンの信頼度、そ

れからウイルスの進化を見たときに、まず抗原、

抗体の関係で、これが思惑どおりいかなかった

ものの抗体性が高まっていったということ、そ

れが野外にまだ可能性を持っているということ

ですね。今、警戒が大分薄れてきている。常時、

野生動物はそこらにいるということで……。

それと、それはこれから先としても、とにか

く汚染国家になったということで、輸入、輸出

の国の枠組みががらっと変わると思うんです。

危険な肉が入る可能性がある。今回、どこかか

ら入ってきたと考えれば、同じように、今度は

肉として入る可能性があることと、我が国がワ

クチン汚染国家になったということによって、

肉価格がどう変わっていくのか。輸出、輸入の

枠組みがどう変わるのか。国と県はそこらをど

う見通されて判断されたのか。

それから、今みたいに、初めてワクチンを使

って爆発を抑えているだけですから、この成功

率をどれぐらい見ておられるのか。完全にぴち

っと思惑どおりいけば３カ月ぐらいで復帰でき

るけれども、本当に３カ月で清浄国宣言ができ

るという見通しのもとにやられたのか。長期的

になれば、大変な問題を先に含んでいると思う

んです。それとも、やるっきゃないで、アバウ

トでやられたのか。大体どういうことなんです

か、今回のは。このタイミングでやられたのは。

○岩﨑家畜防疫対策監 議員は十分御案内と思
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うんですけれども、口蹄疫の蔓延を防止するた

めには、まず移動制限、そして早期の殺処分、

それから消毒、この３つを中心に、一時期は半

径３キロ内で十分封じ込め―封じ込めが成功

したと言って、私は怒られましたけれども、台

湾等の発生を考えれば、一定の成果はあったん

じゃないかというふうに考えています。

その中で、最近になりましてウイルスの発生

農場の拡大が出てまいりました。そういうこと

を踏まえまして、国の牛豚疾病小委員会のほう

で、これ以上の感染の拡大を抑えるにはワクチ

ンしかないんじゃないかという判断のもとに、

今回、ワクチン使用に踏み切ったわけでござい

ます。確かに清浄国の復帰なりキャリアの問題

もございますけれども、このままの状態で果た

して、今の陣容の中では非常に厳しいのかなと

いうふうに考えております。

○押川農政水産部農政担当次長 ワクチンにつ

きましては、非常に苦渋の選択でございました。

と申しますのは、我々としては何とか早い段階

で終了させたい、今回のえびののような形で終

了させたいということでやってまいりましたが、

余りにも発生速度が速かったということで追い

つけなかった。大変申しわけなかったなという

ふうに考えております。

そういった状況の中で、当初は川南、都農の

区域に限定していたという状況もございました

ので、いつの時点でそういう判断が出てくるの

か、我々が申し上げなきゃいけないのかという

状況もございまして、国とのやりとりの中で小

委員会を開いてそういう結論を出された。我々

も、まだまだワクチン使用じゃないんじゃない

かと。と申しますのは、国がそういう判断をし

てこないんじゃないかと考えておりましたけれ

ども、小委員会の中でそういう結論づけをされ

まして、緊急的に対応しなきゃいけないという

ことで、我々としてはワクチンを選択せざるを

得なかったという状況がございます。

○坂口議員 時間です。終わりますけれども、

知事、今のように見切り部分がいっぱいあるん

ですよ。農家はとにかく泣く泣く家畜を殺した

ということを肝に銘じて、これは将来の我が国

の畜産、宮崎の畜産を持続発展させるために泣

いたんだから、将来心配されることは責任持っ

て、国と知事とで徹底して農家支援をやらない

と、本当に霊は浮かばれんですよ。終わります。

○岩﨑家畜防疫対策監 先ほどのワクチンの製

造元でございますけれども、イギリスというこ

とでございます。メリアル社製でございます。

○蓬原座長 最後になります。図師議員。

○図師議員 知事が49頭の種牛を守るために国

へ立ち向かっていかれる姿勢というのは、畜産

農家はもちろんですが、関係者の方々に多大な

る勇気を与えていらっしゃいました。また、そ

の関係農家の方、家族の方が中心となって、種

牛を守る知事並びに執行部の皆様方の戦う姿勢

を後押しするために、5,000名を超える署名を

今集められて、まさしくきょう、この臨時議会

が終わったら、知事並びに国のほうにその署名

を届けるという段取りをされておるところでし

た。そのやさきに、この会の冒頭で知事から患

畜の報告があったところです。私が心配します

のは、畜産農家や関係者の方々の緊張の糸が切

れ、心が折れてしまわないか、それが心配でな

りません。できれば知事、ここでもう一言、関

係者の方々を含めた県民へ、心強い、これから

の知事の御意志、今後の生活を守るためのお言

葉をいただきたいと思います。

○東国原知事 この49頭に関しては、まず種雄

牛の55頭、そのエース級の６頭をいち早く避難
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させる。これも脱法というか違法、超法規的措

置だったんです。それも国に言って、いろんな

葛藤があっていろんな作業があった。法律を変

えないかん。あるいは、ある意味破るというこ

とですから、特例措置ですから……。それをや

っていただいた。そのときに、ほかの49頭も一

緒にできんかったのかと。これは事実上できん

かったです。あの時点ではですね。90数％のス

ーパー種雄牛をとにかく守ること、これが我々

ができた最大の措置だった。

その後に、49頭も何とかせないかんとずっと

思っていたんです。でも、国にこれ以上わがま

まを言うこともできなかったし、この協議もで

きなかった。国も防疫措置がありますから、家

伝法をもとにやっていますからですね。で

も、49頭何とかならんかと。そういうときに、

ガイドラインに豚のほうからやりなさいという

ことが書いてあるものですから、それを忠実に

措置していた。結果、49頭がおくれたわけです。

そのうちに、「49頭を守ってくれんか」という

県内からの大きな声が来たんです。それを受け

て私も、何とか守りたいという気持ちを……。

だから、「国に要望する」とは、はっきり言っ

てないです。私は、そういう意見を受けて、私

の気持ちも守りたいんだと、49頭を守りたいん

だというのを発信した。一部の新聞とか雑誌が、

「国に要望する」と書いたんですけれども、

「要望する」とまでは言っていません。私は守

りたいという気持ちを持っているということを

申し上げました。

そういう気持ちを持っていたんですが、残念

ながら、あれは疑似患畜でございますから、Ｐ

ＣＲ検査も何もできません。だから発症を待つ

しかなかった。残念ながらですね。何とか生き

残ってくれと、神にも祈るような気持ちでした。

そうしたら２頭がそういうふうになったという

ことで、泣く泣く今回断念をしなきゃいけない

ということであります。49頭に関しては、本当

に残念で胸が痛む思いですけれども、これはも

うしようがない、２頭に疑似患畜が発症したわ

けですから。発症が確認されたことで、これは

御理解をいただくしかないのかなという感じが

しております。あとは５頭が何とか生き残るこ

とを心から祈ってやみません。とにかく49頭に

関しては、守りたいという気持ちは本当にやま

やまだったんですが、こういうことになったこ

とを残念に思います。県民の皆様には申しわけ

ないというか、本当に痛みを―特に畜産業界

の方たちには心察するに余りあるということで

あります。

○図師議員 それでは続きまして、生活支援策

について質疑いたします。私は、低利の融資や

利子補給や借りかえ等の政策については、生活

支援策じゃないと思うんです。結局借金です。

その中で生活を立て直していくということは、

非常に困難をきわめる生産者が多々いらっしゃ

います。国は、家畜の評価額の中に生活費や従

業員の給与も含むというような内容で、あいま

いな形を示しています。こんな内容では、生産

者は生きる希望を持てません。また、児湯郡内

の人工授精師、削蹄師、飼料製造農家の方々も

多くいらっしゃいますが、その方々も全く収入

がない状態が続いています。県として、時価評

価額の前倒し、前払い以外の、直接現金支給で

生活費を補うような制度を構築していく考えが

ないかお伺いします。

○押川農政水産部農政担当次長 今お話がござ

いました人工授精師なり削蹄師、それから関連

する産業の方々、非常に苦しい状況の中で１カ

月間お過ごしになっているだろうと考えており
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ます。また、児湯郡内の人工授精師、削蹄師の

方につきましては、一定期間家畜がいないとい

う状況になってまいりますので、移動制限が解

除されたとしても、一定の期間は収入がないと

いう状況が続きます。我々としては、そういう

状況をつくり出したということもございますの

で、そういう点を含めて、できる支援―先ほ

どお話がございました、なかなか県も財政的に

困難だというような状況もございますので、国

のほうに申し上げながら、何とか対策ができな

いのかというところも含めて対応してまいりた

いと考えてはおります。また現状では、先ほど

から申し上げていますような借金という状況の

中ではございますけれども、無利子の資金等を

まず用意させていただいておりますので、こう

いうものの活用をお願いしたいというふうに考

えております。

○図師議員 これは私の全く個人的な考えです

が、前年度の県内の被生活保護世帯は１万世帯

を超えております。保護費支給額は217億とな

っております。児湯郡内の今回の畜産の被災対

象農家は約1,000軒を超えております。つまり、

県内の被保護世帯の約10分の１に当たります。

ざっくりで大きな計算でありますが、健康で文

化的な最低限度の生活をするための保護費に準

ずる額を農家の方々へ支給すると思えば、年

間20億程度、またそれが２年、３年必要と思え

ば、60億から100億程度の事業なり基金を創設

することができれば、またそれを早目に提示で

きれば、生産者の方々の安心につながる、また

事業再開しようという意欲につながるのではな

いかと思っております。知事、このあたり難し

い額ではあろうかと思いますが、直接の生活費

の支払い、現金支給というところの制度創設化

についてのお考えをお聞かせください。

○東国原知事 疑似患畜、患畜に関しては家伝

法のもとに、ワクチンに関しては今回の特措法

が基軸になるかと思います。ただ、県がどうで

きるかというのは、担当部局とも話しますけれ

ども、財政的な部分、さまざまな勘案しなきゃ

いけない条件がございますので、これからどう

いうことができるかというのを積極的に検討を

進めていかなきゃいけないと思っております。

○図師議員 次に参ります。きのう、農業大学

校近くの畜産農家の方からお電話がありまして、

患畜が確認されたということです。埋設まで20

日かかるということを言われたそうでございま

す。現在、この患畜発生農家につきましては、

発生が確認された時点でワクチン接種の対象か

ら外されております。その農家の方は、「ワク

チンも打ってもらえない、埋設にも時間がかか

る、その間の管理は全部我々がしなくちゃいけ

ない。今まで以上に緊張感のある生活の中で生

活していくのはもう耐えられん」というような

ことを言われております。獣医師の方にも確認

いたしましたが、患畜発生農家についてのワク

チン接種は感染拡大に効果があると思われてい

る獣医師さんも複数いらっしゃいました。この

件に関して県の御見解をお伺いします。

○岩﨑家畜防疫対策監 畜産農家の中で小規模

で発生している農家につきましては、ワクチン

を接種している事例もございます。そういう意

味では、蔓延防止ということからいけば、そう

いう事例は当然可能でございます。

○図師議員 それでは、今後は患畜発生農家に

もワクチン接種をすると理解してよろしいでし

ょうか。

○岩﨑家畜防疫対策監 基本的には、今回のワ

クチン接種の期間に実施しましたのは、飼養管

理者が同一の関連農場の一部の農場についてワ
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クチン接種をしております。同一の畜舎内での

ワクチン接種について数例の事例があったんで

すけれども、農家の方々はそれに関しましては、

打つことについては希望がなかったということ

でございます。

○図師議員 希望があるないではなくて、県と

してそういう姿勢を今後示すかどうかお聞かせ

ください。

○岩﨑家畜防疫対策監 今回の口蹄疫のワクチ

ンにつきましては、短期間に広範囲に実施する

というのが原則でございます。ワクチンは、あ

くまでも蔓延防止という観点からいきますと、

言葉は悪いんですけど、だらだら打つというの

は意味がございません。そういう意味では、現

在発生農家について、状況を見ながら後からワ

クチンを打つということについては余り意味の

ないといいますか、そういう状況でございます。

発生農家に関しましてです。

○図師議員 それでは、農家さんが希望すれば

打つということでいいですか。

○岩﨑家畜防疫対策監 もちろん希望すれば、

まだワクチンは在庫がございます。ただし、先

ほど言いましたように、これは大きなプロジェ

クトでスタートしておりまして、ほとんどワク

チン班については、いわゆる農場をやっている

ワクチン班については解散をしております。あ

とは個別対応ということで数戸の農家が残って

おりますので、共済の先生なりを使いながら、

希望があれば対応は可能かというふうに考えて

おります。

○蓬原座長 図師議員、時間がなくなりました

が、どうぞ。

○図師議員 以上で質疑を終わります。

○蓬原座長 以上で質疑等を終わります。

最後に、その他で何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○蓬原座長 ないようですので、すべての議事

を終了したいと思いますが、本日の議事内容に

ついては、本会議の会議録への記載をお願いし

たいと思いますので、議長においてその取り扱

いをよろしくお願いします。

◎ 閉 会

○蓬原座長 それでは、以上で本日の全員協議

会を閉会いたします。

午後３時10分閉会
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口蹄疫に対する十分な措置等を求める意見書

本県で相次いで発生している「口蹄疫」については、農林水産省、自衛隊及び警察
庁の全面的な協力のもと、県、市町村及び関係団体等が一丸となり、懸命の防疫措置
を講じてきたが、いまだ、その拡大を止めることができない状況にある。
畜産をはじめとする農業が基幹産業である本県にとって、極めて深刻な事態に直面

しており、特に、移動制限等の措置が長期化しているため、畜産農家や関連産業に多
大な影響が生じており、県民の不安も増大している。
「口蹄疫」のまん延は、本県の農畜産業の死活にかかる重大な問題であり、５月

１８日には、知事が「口蹄疫非常事態宣言」を発したところである。
これ以上の被害の拡大・長期化は、我が国の農畜産業、ひいては食糧供給の基盤を

揺るがす危機的な状況を招きかねない。
よって、国においては、口蹄疫の一刻も早い終息と畜産農家や関連事業者の経営安

定を図るための十分な措置が早期に講じられるよう、下記の事項を強く求めるもので
ある。

記

１ 口蹄疫対策特別措置法の施行にあたっては、必要な措置について早急かつ円滑に
実施すること。

２ ウイルス発生の原因と侵入経路の解明を早急に行い抜本的な予防策を講じること。
３ ワクチンの使用にあたっては、地元市町の意向を十分に踏まえ、国の責任におい
て実施すること。

４ 獣医師をはじめ防疫活動に必要な人員及び資材を十分に確保すること。
５ 埋却のための用地の確保について、国有地の提供など国において早急な対策を講
じること。

６ 家畜伝染病予防法に基づく殺処分に伴う交付金の交付割合を「全額」に引き上げ
るなど、発生農家の経済的損失について、国において全面的な救済措置を講じると
ともに、簡易な手続により、迅速な支払いを行うこと。

７ 畜産農家に対する確実かつ十分な生活支援措置（支払い方法等を含む。）を早急
に講じること。

８ 移動・搬出制限区域や区域外における疑似患畜以外の家畜の処分に要する経費や、
出荷遅延となった家畜の飼養経費等についても国において全面的な支援を行うこと。

９ 農畜産業はもとより、関連事業者の経営安定を図るための全面的な救済措置を早
急に講じること。

１０ 疑似患畜の遺伝子検査については、自治体での実施体制の確立を図るとともに
関係法令、指針など制度の見直しを早急に行うこと。

１１ 畜産農家や防疫従事者等への心のケア対策について、十分配慮すること。
１２ 風評被害等の防止対策を一層強化すること。

以上 地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２２年５月２８日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 様
参 議 院 議 長 江 田 五 月 様
内 閣 総 理 大 臣 鳩 山 由紀夫 様
総 務 大 臣 原 口 一 博 様
副 総 理 兼 財 務 大 臣 菅 直 人 様
厚 生 労 働 大 臣 長 妻 昭 様
農 林 水 産 大 臣 赤 松 広 隆 様
経 済 産 業 大 臣 直 嶋 正 行 様
国 土 交 通 大 臣 前 原 誠 司 様
内 閣 官 房 長 官 平 野 博 文 様
国 家 公 安 委 員 長 中 井 洽 様
防 衛 大 臣 北 沢 俊 美 様
金 融 担 当 大 臣 亀 井 静 香 様
消費者及び食品安全担当大臣 平 野 博 文 様
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口蹄疫根絶のためのワクチン接種に係る措置等を求める意見書

今回本県で発生した口蹄疫は、初期における移動制限や殺処分では封じ込められず、

その次の段階としてワクチン接種・殺処分による口蹄疫根絶が実施され始めた。

しかしながら、ワクチン接種対象農家では、処分された家畜の補償金額や、処分後

の生活維持への不安などから、ワクチン接種について大きな混乱が生じ始めている。

今後の被害を最小限にとどめ、口蹄疫を根絶するためには、一刻も早い対応が必要

であり、このためには、農家の不安を直ちに払拭することが不可欠である。

よって、国においては、ワクチン接種を早急かつ円滑に終了するため、下記の事項

について早急に対応されるよう強く求めるものである。

記

１ ワクチン接種・殺処分となる家畜の補償額の算定については、実流通における取

引の中で売り手と買い手との合意形成に至る際の価格決定のあり方を尊重し、当該

家畜の市場価値が正しく反映されるような算定を行うこと。

２ 評価額が実際に提示されるのは、殺処理終了後となることから、評価方法、評価

者、評価額等について、疑義や不服等が数多く発生することが予想されるため、疑

義や不服等を公平、公正かつ速やかに処理するための機関を直ちに設置すること。

３ ５月２１日に決定された生活面の支援において、廃業した畜産農家は対象とされ

ていないが、廃業した畜産農家は、口蹄疫根絶のために健康な家畜を犠牲的に殺処

分され、その途端に仕事を失うことに鑑み、これらの畜産農家に対しても、十分な

生活支援措置を講じること。

以上 地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２２年５月２８日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 様

参 議 院 議 長 江 田 五 月 様

内 閣 総 理 大 臣 鳩 山 由紀夫 様

総 務 大 臣 原 口 一 博 様

副 総 理 兼 財 務 大 臣 菅 直 人 様

厚 生 労 働 大 臣 長 妻 昭 様

農 林 水 産 大 臣 赤 松 広 隆 様

経 済 産 業 大 臣 直 嶋 正 行 様

国 土 交 通 大 臣 前 原 誠 司 様

内 閣 官 房 長 官 平 野 博 文 様

国 家 公 安 委 員 長 中 井 洽 様

防 衛 大 臣 北 沢 俊 美 様

金 融 担 当 大 臣 亀 井 静 香 様

消費者及び食品安全担当大臣 平 野 博 文 様
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新 規 請 願

請 願 番 号 請 願 第 37 号 受理年月日 平成２２年５月２４日

請 願 者 児湯郡木城町高城２７３１－２
住所・氏名 早期口蹄疫撲滅生産者協議会

代 表 鍋倉 隆一

殺処分の対象に対する支援請願

〔請願趣旨〕
４月２０日の本県における口蹄疫は発生以来、手塩に懸けた豚

・愛牛が見えない口蹄疫（ウイルス）により日々拡大し被害はと
どまることを知らず、畜産農家は大変不安な日々を送られ震撼さ
れています。
しかし、今回、発生農場から半径１０ｋｍ圏内の偶蹄類をすべ

て日本で始めて防疫の為のワクチン接種が国・県・市町村合意の
もと、一刻も早く終息に向けての接種が開始されました、一日で
も早く元の生活に戻れるよう切に願っています。

請願の件名 接種は合意されたものの、いまだに牛１頭当たりの評価金額が
定かで有りません。〔早期口蹄疫撲滅生産者協議会〕代表鍋倉隆
一を選出し、貴議会におきまして下記事項につき、国に対して要
望書を採択し請願いたします。

１、口蹄疫根絶の為の、ワクチン接種を円滑に進めるため、意見
書の提出を求める請願

理由
今回本県で発生した口蹄疫は初期における、移動制限や殺処分に
よる封じ込めに失敗し、その次の段階としてワクチン接種・殺処
分による口蹄疫根絶が実施され始めた。
しかしながら、畜産農家では、処分された家畜の補償金額や処分
後の生活維持への不安などから、ワクチン接種受け入れの賛否を
めぐり大きな混乱が生じ始めている。
申すまでも無く、今後の被害を最小限に止め口蹄疫を根絶為には
一刻も早く対応が必要であり、そのためには、このような畜産農
家側の不安を直ちに排除することが不可欠であると思われる。
つきましては、ワクチン接種を円滑早急に終了する為に、下記事
項について地方自治法第９９条に基づき､国に対して意見書を採
択して頂きますよう請願いたします。

記

１、補償価格については別添資料

２、実際に評価額が提示されるのは、殺処理終了後となるとおも
われることから、その評価方法、評価者、評価額などにつき疑義
や不服等が数多く溌生するものと予測される
従って、これらに付いて公平公正且つ速やかに処理する為の場が
必要であり、これを直ちに設置されること。

３、２１日に決定された、生活面での支援については、廃業者は
その対象とされないが口蹄疫根絶のために健康な家畜を犠牲的に
殺処分され、その途端に仕事を失う事に鑑み、これら畜産農家に
対しても充分の生活支援を行うこと。
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（別添資料）
国が個人の資産を没収する行為に係る最低要請
国の１０ｋｍ圏内における殺処分に対する支援要請
ワクチン接種による経営の空白期間も想定し以下の支援をお願い
します

★①対象和牛評価
育成牛 導入金額＋飼育日数×＠1,000
自家保留 生年月日から飼養日数×＠1,000
☆１頭一律650,000円
対象牛の将来性、潜在能力、貢献度の喪失（妊娠牛・育成牛も含
まれる）

★② 子牛評価 生後日数×＠1,000＝ 発育評価金額Ａ＝
200,000 Ｂ＝50,000
日令100日以下評価 発育評価Ａ＝300,000 Ｂ＝200,000

Ｃ＝100,000
☆１頭一律500,000円
対象牛１頭だけで総て喪失（子牛マルキン等・の権利の放棄）

★③ 肉牛評価
和牛 導入金額＋肥育日数×＠800
☆１頭一律800,000円
対象牛の将来性・マルキン発動の権利放棄

★④ 農地・牛舎の評価所有地に埋却の場合
農地、牛舎の資産的価値がなくなる為国が総て買い上げる。
指定埋却農家との不公平其の他排除する為

★⑤ 経営再建支援策
・既往借入金の全額免除
返済の元になる対象牛総てを国が没収してしまう為
・家畜の導入
導入家畜すべての半額負担と預託牛等の末端金利無利子化
：早期再建意欲向上の為
・農地・牛舎・建設の場合
収得の為の半額補助と補助残の無利子による融資
：早期再建意欲向上の為
・空き牛舎使用の場合
リース料の半額助成：早期再建意欲向上の為

★⑥生活保障
畜産関係者（家族・従業員を含む）総ての３年間生活保障
・「命を守る」政権公約実行の為必須条件

紹 介 議 員 坂口 博美 長友 安弘 満行 潤一 押川 修一郎

松村 悟郎 図師 博規 濵砂 守

摘 要



議 事 経 過
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月 日 曜 日 区 分 議 事 内 容

開 会

議席の一部変更

本 会 議
会議録署名議員指名（米良､坂口両議員）

議会運営委員長審査結果報告

会期決定

議案第１号上程

５月28日 金
知事提案理由説明

（休 憩） （全員協議会）

議案第１号採決（可決）

請願第37号上程、採決（可決）

議員発議案送付の通知

本 会 議 議員発議案第１号、第２号上程

討論（前屋敷議員）

議員発議案第１号、第２号採決（可決）

閉 会



署 名

宮 崎 県 議 会 議 長 中 村 幸 一

宮 崎 県 議 会 議 員 米 良 政 美

宮 崎 県 議 会 議 員 坂 口 博 美


